
植
民
地
初
期
の
日
本
ー
塞
湾
問
に
お
け
る
海
底
電
信
線
の

買
取
・
敷
設
・
所
有
権
の
移
轄

貴

志

正チ己
主久

彦

は

じ

め

に

一
日
清
岡
政
府
に
よ
る
淡
水
川
石
山
聞
の
海
底
電
線
買
収
交
渉

二
日
本
政
府
に
よ
る
本
土
墓
湾
問
海
底
電
線
の
敷
設
過
程

(
一
)
鹿
児
島
那
覇
線
、
那
覇
基
隆
線
の
敷
設

(
二
)
長
崎
淡
水
一
番
線
の
敷
設

(
三
)
長
崎
淡
水
二
番
線
の
敷
設

お

わ

り

に
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lま

じ

め

本
稿
は
、
日
本
に
よ
る
蓋
湾
植
民
地
統
治
初
期
に
お
け
る
封
中
園
大
陸
、
封
日
本
本
土
の
二
方
向
の
海
底
電
線
を
取
り
上
げ
(
次
頁
添
附
園

参
照
)
、
日
清
聞
の
外
交
交
渉
ゃ
、
日
牽
聞
の
海
底
電
線
敷
設
の
プ
ロ
セ
ス
を
検
誼
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
の
筆
者
に
よ
る
研
究
を
踏
ま

(
1
)
 

え
て
、
外
資
系
電
信
命
日
一
祉
に
附
輿
さ
れ
た
東
ア
ジ
ア
海
域
に
お
け
る
濁
占
的
な
通
信
特
許
権
が
こ
れ
ら
通
信
線
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
明

(
2
)
 

ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
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」
の
問
題
に
か
か
わ
る
先
行
研
究
は
、

一
八
八
七
(
光
緒
二
二
)
年
に
蓋
湾
の
淡
水
と
一
帽
州
の
川
石
山
を
結
ぶ
海
底
電
線
を
め
ぐ
る
外
交
交
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日本、蓋湾、中園大陸を結ぶ海底電線

i野什|島
ζコ

大北線

園

至天津~大i古

清線

Cク

奄美一人島

j患之島

グ./0 i中永良部島

~ 

同本線

大
北
線

渉
に
集
中
し
て
い
る
。
こ
の
海
底
電
線
は
、

幅
建
裏
E

湾
巡
撫
と
し
て
赴
任
し
た
劉
銘
惇

(
一
八
三
六
一
八
九
六
)
が
蓋
北
通
商
委
員

李
彫
恩
を
上
海
に
祇
遣
し
て
、
ジ
ャ

l
デ
イ

ン
・
マ
セ
ソ
ン
商
合
同
(
恰
和
洋
行
)
と
締
結

さ
せ
た
契
約
に
基
づ
い
て
敷
設
さ
れ
た
。
子

乃
明
(
一
九
九
八
)
は
、
清
の
線
理
各
園
事

明務
を街
試門
みの
て棺
い案
るを
がτ用

日 て
本
側こ
資の
料交
へ渉
のの
言解
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及
が
乏
し
い
た
め
に
、
淡
水
川
石
山
線
の

買
牧
交
渉
は
日
本
政
府
の
意
固
ど
お
り
に
進

ん
だ
か
の
よ
う
に
毅
述
し
て
い
る
。
ま
た
、

松
浦
章
(
二
O
O
五
)
は
、

日
本
側
の
外
交

丈
書
な
ど
を
用
い
て
、

お
も
に
同
線
の
敷
設

経
緯
に
つ
い
て
詳
細
な
研
究
を
残
し
て
い
る

(
4
)
 

が
、
細
川
理
各
国
事
務
街
門
棺
案
を
参
照
し
て

い
な
い
こ
と
か
ら
、
清
側
の
動
き
を
跡
づ
け

る
酷
で
課
題
を
残
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
中

で
、
昨
年
護
表
さ
れ
た
林
於
威
の
論
文
は
、



日
清
雨
園
の
外
交
丈
書
を
利
用
し
つ
つ
、
交
渉
過
程
を
詳
細
に
論
じ
た
労
作
で
あ
る
が
、

(
5
)
 

た
め
、
そ
の
時
貼
で
日
清
聞
の
交
渉
が
完
結
し
た
か
の
よ
う
な
誤
解
を
輿
え
て
い
る
。
以
上
の
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
、
淡
水
川
石
山
線
を
め

一
九

O
四
年
日
露
戦
争
勃
設
で
分
析
を
留
め
て
い
る

ぐ
る
外
交
交
渉
の
全
貌
を
お
よ
そ
第
一
次
世
界
大
戦
時
期
ま
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
本
稿
の
第
一
の
課
題
と
す
る
。

つ
ぎ
に
、
こ
の
海
底
電
線
を
め
ぐ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
系
大
東
電
信
舎
祉
白
星
巾

B
F
E
E
S
E忠
岡
山

-
2
5
伶

2

5山
口

-o四
E
B
(
U
O
H
L丘、

今
日
の
の
与
『
除

4
5
5
-
2臼)、

デ
ン
マ
ー
ク
系
大
北
電
信
合
枇
(
の
お
巳

Z
c
z
r
E
叶

o
r
m
g
z
n
c
「
丘
、
大
株
主
は
ロ
シ
ア
の
ロ
マ
ノ
フ
家
)
な
ど

の
外
資
系
電
信
舎
一
祉
が
、
ど
の
よ
う
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
雨
一
吐
と
も
、
東
ア
ジ
ア
海
域
に
お
け
る

通
信
特
許
権
を
濁
占
し
て
い
た
た
め
に
、
あ
ら
た
な
競
争
相
手
国
と
し
て
日
本
が
参
入
す
る
こ
と
は
彼
ら
の
濁
占
擢
を
脅
か
し
か
ね
な
い
と
判

断
し
、
東
ア
ジ
ア
で
は
封
日
本
お
よ
び
封
清
の
交
渉
に
お
い
て
共
同
歩
調
を
と
り
つ
つ
、
と
き
に
競
合
開
係
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ

け
、
大
東
電
信
舎
一
祉
は
、
淡
水
川
石
山
線
の
所
有
権
問
題
に
つ
い
て
は
敏
感
だ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、

一
八
八
四
年
一

O
月
一
七
日
に
清
の
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電
報
徳
局
と
大
東
と
の
聞
で
締
結
さ
れ
た
協
定
に
よ
っ
て
、
大
東
は
香
港
上
海
線
の
中
継
基
地
局
を
川
石
山
に
設
置
し
、
ま
た
清
政
府
は
こ

(
6
)
 

れ
に
封
摩
す
る
た
め
に
園
替
の
陸
線
を
一
帽
州
の
長
門
か
ら
川
石
山
に
ま
で
延
長
し
、
電
信
局
も
長
門
か
ら
川
石
山
に
移
設
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、

淡
水
|
川
石
山
線
の
所
有
権
問
題
は
、
川
石
山
に
陸
揚
し
て
い
た
大
東
電
信
曾
壮
、
陸
線
を
延
長
さ
せ
て
い
た
清
政
府
、
そ
れ
ぞ
れ
の
通
信
権

に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
賄
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

三
つ
め
の
課
題
は
、
淡
水
川
石
山
線
の
買
牧
工
作
と
並
行
し
て
、
日
蓋
間
に
あ
ら
た
に
進
め
ら
れ
た
海
底
電
線
の
敷
設
事
業
に
つ
い
て
の

(
7
)
 

検
討
で
あ
る
。
日
牽
聞
の
海
底
電
線
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
遁
信
省
関
係
者
の
記
録
が
残
る
も
の
の
、
先
行
す
る
研
究
は
乏
し
く
、
日
本
の

宮
中
至
湾
植
民
地
支
配
の
強
化
に
機
能
し
た
と
考
え
ら
れ
が
ち
だ
っ
た
。
し
か
し
、
「
内
地
蓋
湾
聞
の
電
信
は
最
も
敏
速
の
場
合
と
難
も
尚
八
時
間

一
種
の
文
明
的
悲
劇
で
あ
る
、
恐
ら
く
世
界
一
遅
い
電
報
で
あ
ろ
う
」
と
い
っ
た
絶
望
的
な
論
調
の
新
聞

乃
至
一

0
時
間
を
要
す
る
な
ど
は
、

(
8
)
 

記
事
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
、
運
用
上
の
課
題
の
ほ
う
が
深
刻
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
日
本
政
府
が
初
め
て
敷
設
し
た
長
距
離
の
海
底
電
線
が
、
淡
水

301 

ー
川
石
山
線
と
い
か
な
る
闘
係
に
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
も
検
誼
す
る
必
要
が
あ
る
。
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以
上
の
三
つ
の
課
題
を
検
誼
す
る
た
め
に
、
本
稿
が
依
援
す
る
史
料
は
、
子
、
松
浦
、
林
の
先
行
研
究
か
ら
示
唆
を
受
け
て
、
日
本
政
府
の

封
庭
は
外
交
史
料
館
所
戒
丈
書
、
清
政
府
側
は
『
海
防
棺
丁
電
線
』
(
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
編
)
に
牧
録
さ
れ
て
い
る
総
理
各
国
事
務
街

門
の
棺
案
を
用
い
る
町
あ
ら
た
に
逓
信
総
合
博
物
館
所
戒
の
遮
信
省
丈
書
、
官
官
高
線
督
府
の
公
文
書
や
報
告
書
を
も
利
用
す
る
o

日
清
雨
政
府
に
よ
る
淡
水
川
石
山
聞
の
海
底
電
線
買
牧
交
渉

一
八
九
五
(
明
治
二
八
)
年
四
月
一
七
日
、
日
清
戦
争
の
講
和
曾
議
で
下
関
係
約
が
調
印
さ
れ
、
日
清
両
国
政
府
は
朝
鮮
固
濁
立
の
承
認
と

と
も
に
、
日
本
に
賠
償
金
二
億
三

0
0
0高
雨
(
約
三
億
岡
以
上
)
を
支
梯
い
、
遼
東
半
島
、
古
室
湾
全
島
お
よ
び
そ
の
附
属
島
興
、
法
湖
列
島

を
割
譲
す
る
こ
と
を
取
り
決
め
た
。
日
本
政
府
は
、
こ
の
と
き
初
め
て
植
民
地
統
治
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
年
五
月
二
九
日
、
近
衛

師
圏
は
蓋
湾
東
北
角
の
三
紹
角
に
上
陸
し
、
「
墓
湾
濁
立
共
和
圃
」
の
抵
抗
勢
力
を
鎮
匿
し
な
が
ら
、
六
月
三
日
に
基
隆
を
陥
落
さ
せ
、
六
日

に
は
濁
立
野
戦
電
信
隊
が
基
隆
や
七
堵
に
電
信
通
信
所
を
設
置
し
た
。
翌
七
日
、
近
衛
師
圏
は
さ
ら
に
蓋
北
城
を
陥
落
さ
せ
て
、
八
日
に
は
塞

北
基
隆
聞
で
通
信
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
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日
本
政
府
に
と
っ
て
、
植
民
地
蓋
湾
に
お
け
る
最
初
の
緊
急
課
題
は
、
ま
ず
日
本
本
土
と
蓋
湾
問
の
通
信
と
航
路
を
確
保
す
る
こ
と
だ
っ
た
。

そ
の
た
め
に
、
中
華
聞
を
初
め
て
連
結
さ
せ
た
淡
水
川
石
山
聞
の
既
設
海
底
電
線
を
再
利
用
し
、
ま
た
日
本
本
土
と
蓋
湾
聞
の
海
底
電
線
を

新
し
く
敷
設
し
、
さ
ら
に
航
路
の
安
全
性
を
高
め
る
た
め
に
各
地
に
燈
墓
を
設
置
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
同
じ
一
八
九
五
年
の
五
月
、
初
代
墓

湾
総
督
樺
山
資
紀
(
一
八
三
七
一
九
一
一
一
一
)
は
、
は
や
く
も
内
閣
総
理
大
臣
伊
藤
博
丈
(
一
八
四
一
一
九
O
九
)
宛
に
、
こ
う
し
た
日
牽
聞
の

(
日
)

イ
ン
フ
ラ
整
備
の
問
題
に
つ
い
て
嘉
文
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
の
票
丈
に
添
附
さ
れ
た
「
宣
室
湾
海
底
電
信
ノ
件
説
明
」
で
は
、
官
官
E

湾
海
底
電
信

の
問
題
と
し
て
、
「
打
狗
〔
高
雄
〕
器
湖
島
間
既
設
線
」
、
「
淡
水
一
脂
州
開
師
設
線
」
、
「
九
州
ヨ
リ
沖
縄
ヲ
経
テ
鶏
龍
〔
基
隆
〕
ニ
渉
ル
新
設

線
」
の
三
回
線
が
重
要
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
海
底
電
線
に
封
す
る
封
慮
法
と
し
て
、
樺
山
は
次
の
よ
う
な
案
を
練
っ
た
。

第

打
狗
彫
湖
島
聞
ノ
既
設
線
ハ
官
室
湾
彫
湖
ノ
雨
島
ノ
割
譲
ヲ
受
ク
ル
以
上
ハ
該
線
モ
亦
首
然
我
政
府
ノ
所
有
二
時
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
思



量一ス

第

淡
水
一
耐
州
間
ノ
既
設
線
ハ
更
一
一
清
固
政
府
ト
協
定
ヲ
要
ス
ヘ
シ
該
線
ハ
第
三
ナ
ル
日
本
直
通
線
竣
工
セ
サ
ル
以
前
ニ
在
一
ア
ハ
本
土

ト
牽
湾
ト
ノ
通
信
上
唯
一
ノ
線
路
ナ
ル
ヲ
以
テ
必
ス
完
全
ナ
ル
管
理
法
ヲ
議
定
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
(
略
)

第

本
土
九
州
蓋
湾
問
ノ
線
路
新
設
ニ
就
テ
ハ
左
ノ
数
件
ア
リ
(
略
)

樺
山
は
、
上
述
し
た
「
蓋
湾
海
底
電
信
ノ
件
説
明
」
に
績
け
て
、
留
意
す
べ
き
重
要
な
貼
と
し
て
次
の
事
項
を
あ
げ
て
い
る
。

己
上
ノ
方
法
ニ
依
リ
第
三
ノ
直
通
線
落
成
ノ
際
ニ
於
テ
ハ
淡
水
幅
州
間
海
底
線
ノ
所
有
大
北
電
信
命
日
一
吐
ニ
移
リ
タ
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
日

本
政
府
ハ
該
一
吐
ニ
封
、
ン
朱
テ
明
治
三
五
年
迄
ヲ
期
シ
大
陸
電
線
濁
占
ノ
権
利
ヲ
克
許
シ
之
ア
ル
ニ
附
此
期
限
聞
ハ
一
拍
州
淡
水
間
ノ
電
線
ハ

間
早
ニ
事
案
湾
ノ
地
方
線
ト
シ
テ
之
ヲ
使
用
シ
日
本
大
陸
間
ノ
通
信
ニ
使
用
セ
サ
ル
コ
ト
ヲ
保
詮
ス
ル
ノ
義
務
ア
ル
ヘ
シ
ト
思
量
ス

日
本
政
府
は
、
六
月
一
六
日
、
ま
ず
蓋
北
淡
水
聞
の
海
底
電
線
の
修
復
工
事
を
完
了
さ
せ
、
翌
一
七
日
に
は
清
の
一
耐
州
電
報
局
と
の
聞
で
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軍
用
通
信
を
開
始
し
た
。
こ
の
通
信
に
利
用
さ
れ
た
の
が
、
淡
水
川
石
山
聞
の
酔
設
の
海
底
電
線
だ
っ
た
。
こ
の
通
信
線
は
、
牽
湾
が
植
民

地
化
さ
れ
る
以
前
、
蓋
湾
と
中
園
大
陸
の
み
な
ら
ず
、
事
豆
湾
と
日
本
本
土
を
結
ぶ
た
め
に
利
用
さ
れ
た
唯
一
の
電
信
線
だ
っ
た
。
事
豆
湾
と
日
本

と
の
聞
は
、
こ
の
線
を
経
由
し
、
さ
ら
に
一
帽
州
|
上
海
聞
の
清
の
陸
線
お
よ
び
上
海
|
長
崎
聞
の
大
北
電
信
曾
枇
線
を
使
っ
て
、
電
報
が
受
註

信
さ
れ
て
い
た
。
淡
水
川
石
山
線
を
利
用
し
て
通
信
往
復
を
し
た
者
は
、
重
湾
に
居
留
す
る
イ
ギ
リ
ス
や
ド
イ
ツ
の
商
人
、
あ
る
い
は
上
海

の
中
国
人
商
人
で
、

い
ま
だ
一
般
人
は
利
用
す
る
こ
と
は
な
く
、
利
用
頻
度
は
き
わ
め
て
低
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
線
で
利
用
さ
れ
た
電
信
用

『
電
報
新
書
』
に
よ
る
数
字
あ
る
い
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
、
こ
れ
を
奮
式
な
シ

I
メ
ン
ス
の
モ
ー
ル
ス
信
競
機
を
用
い
て
通
信
を

(
日
)

お
こ
な
っ
て
い
た
。

コ
ー
ド
は

一
八
九
五
年
五
月
二
日
、
樺
山
牽
湾
線
督
は
全
権
委
員
と
し
て
、
李
鴻
章
の
弟
李
昭
慶
の
息
子
で
あ
っ
た
清
政
府
委
員
の
李
経
芳
(
一
八
五

五
一
九
三
四
)
と
の
聞
で
、
蓋
湾
島
授
受
問
題
に
つ
い
て
協
議
を
進
め
た
。
こ
の
と
き
の
賦
況
は
、
遁
信
大
臣
渡
遺
園
武
(
一
八
四
六
会
九
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一
九
)
が
一
八
九
五
年
九
月
一
一
一
日
に
文
部
大
臣
・
外
務
大
臣
臨
時
代
理
の
西
国
寺
公
望
(
一
八
四
九
|
一
九
四
O
)
宛
に
迭
っ
た
「
通
四
一
八
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(ロ)

七
競
」
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
樺
山
は
陸
上
の
官
有
物
と
と
も
に
該
海
底
線
も
引
き
渡
す
の
が
筋
で
あ
る
と
遮
べ
た
が
、

一
方
李
経
芳
は
「
該

海
底
線
ハ
果
、
ン
テ
清
国
政
府
ノ
官
有
ニ
属
ス
ル
カ
将
タ
一
私
人
ノ
私
有
ニ
属
ス
ル
カ
ヲ
モ
確
知
セ
サ
ル
ヲ
以
テ
直
チ
ニ
其
慮
分
ヲ
決
ス
ヘ
キ
ヤ

ハ
追
テ
雨
園
政
府
ノ
協
定
一
一
附
ス
ヘ
シ
」
と
返
答
し
て
、
海
底
電
線
の
所
有
権
が
未
確
認
で
あ
る
以
上
、
こ
の
問
題
は
雨
園
政
府
が
再
度
協
議

す
べ
き
と
の
約
束
を
交
わ
し
協
議
が
終
了
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
渡
遣
は
、
蓋
湾
を
統
治
す
る
か
ら
に
は
、
遁
信
省
が
「
海
底
線
モ
亦
附

帯
ノ
物
件
ト
シ
テ
我
カ
領
有
二
時
ス
ヘ
キ
」
と
考
え
、
「
相
互
電
線
接
績
通
信
ノ
取
扱
及
ヒ
料
金
ノ
授
受
等
ニ
闘
シ
別
紙
草
案
ニ
依
リ
候
約
締

結
ノ
商
議
ヲ
開
ク
ヘ
キ
旨
」
、
全
権
公
使
の
林
董
(
一
八
五
O

一
九
二
二
)
に
訓
令
す
る
よ
う
に
外
務
大
臣
に
依
頼
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ

の
「
別
紙
草
案
」
と
は
、
こ
の
文
書
に
添
え
ら
れ
た
全
一
七
僚
に
お
よ
ぶ
詳
細
な
「
日
清
海
底
電
線
接
績
倹
約
案
」
で
あ
る
。
こ
の
「
係
約

案
」
に
つ
い
て
は
、
松
浦
章
(
二
O
O
五
)
が
四
頁
に
わ
た
り
全
丈
を
引
用
し
た
う
え
で
、
こ
の
案
丈
の
ま
ま
「
海
底
電
線
の
所
属
問
題
は
未

決
の
ま
ま
で
あ
っ
た
が
、
電
信
線
の
運
用
に
関
す
る
篠
約
は
締
結
さ
れ
た
」
(
五
六
頁
、
傍
黙
は
引
用
者
)
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ

は
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
り
、
こ
の
「
候
約
案
」
が
雨
園
で
締
結
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
遁
信
省
が
そ
の
後
の
清
政
府

と
の
交
渉
の
た
め
に
作
成
し
た
原
案
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
淡
水
川
石
山
線
を
め
ぐ
っ
て
は
、
そ
の
所
有
権
問
題
を
含
め
て
、

一
八
九
八
(
光
緒
二
四
)
年
一
一
一
月
七
日
雨
園
が
調
印
し
た
「
川
石
山
買
牧
約
定
」
に
よ
っ
て
決
着
が
つ
い
た
の
で
あ
っ
た
。

円
U

雨
園
聞
で
は
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
、
渡
遺
遁
信
大
臣
の
文
書
の
な
か
で
、
重
要
な
内
容
は
、
松
浦
が
指
摘
し
な
か
っ
た
次
の
記
述
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
大
北
電
信
合
同
一
祉
の
代
理
人
が
来
日
し
て
、
白
枇
の
特
許
権
を
も
と
に
、
「
他
日
日
本
墓
湾
問
直
通
海
底
電
線
完
成
ノ
後
ハ
淡
水

用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
」
旨
、
告
知
し
て
抗
議
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
て
、

ニ
シ
テ
新
タ
ニ
敷
設
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
サ
ル
ヲ
以
テ
克
許
賦
第
六
候
ニ
燭
レ
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
而
シ
テ
蓋
湾
新
奮
海
底
線
ニ
シ
テ
克
許
期
限
ハ
地
方

一
拍
州
聞
現
在
の
海
底
線
ハ
克
許
吠
第
六
候
ノ
保
護
ヲ
障
害
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
該
合
枇
ノ
同
意
ヲ
得
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
日
清
雨
園
共
ニ
之
ヲ
使

「
淡
水
一
帽
州
間
ノ
海
底
線
ハ
既
成
線

日
本
政
府
は
、

的
通
信
ニ
供
シ
蓋
湾
ヲ
通
過
ス
ル
ノ
電
報
ヲ
取
扱
ハ
サ
ル
以
上
ハ
克
許
ノ
権
利
ヲ
損
害
ス
ル
ノ
賓
ナ
キ
ヲ
以
テ
大
北
舎
一
吐
ヨ
リ
故
障
ヲ
申
立
ツ

ヘ
キ
筋
ナ
キ
」
(
傍
黙
引
用
者
)
と
鷹
じ
、
淡
水
一
帽
州
聞
の
海
底
線
が
「
既
設
線
で
あ
る
こ
と
」
を
盾
と
し
て
、
大
北
電
信
舎
祉
の
特
許
権
に



抵
鰯
し
な
い
と
つ
っ
ぱ
ね
た
の
で
あ
る
。
日
本
政
府
に
と
っ
て
は
、
こ
の
海
底
電
線
が
清
の
官
管
線
で
あ
れ
、
民
管
線
で
あ
れ
、
新
設
線
で
な

い
以
上
、
日
本
の
所
有
に
す
る
た
め
の
手
績
き
が
異
な
る
だ
け
の
問
題
で
あ
り
、
む
し
ろ
鼠
設
線
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
こ

と
こ
そ
好
都
合
だ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
大
義
名
分
は
、
大
北
に
東
ア
ジ
ア
海
域
に
お
け
る
海
底
電
線
敷
設
を
め
ぐ
る
特
許
権
を
主
張
さ

せ
な
い
口
賓
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、

日
本
政
府
は
大
北
側
の
特
許
権
を
意
識
は
し
て
お
り
、
「
蓋
湾
ヲ
通
過
ス
ル
ノ
電
報
」
を
取
扱

わ
な
い
の
で
、
克
許
に
抵
欄
は
し
な
い
と
ダ
メ
押
し
を
し
て
、
運
用
上
の
手
順
に
つ
い
て
は
大
北
、
大
東
雨
電
信
舎
一
吐
と
あ
ら
た
め
て
協
議
す

る
と
惇
え
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
遁
信
省
は
、

さ
き
の
「
僚
約
案
」
に
も
と
づ
い
て
、
林
董
全
権
公
使
に
交
渉
を
進
め
る
よ
う
に
外
務
大
臣
陸

奥
宗
光
ロ
八
四
回
会
八
九
七
)
に
依
頼
し
、
陸
奥
外
務
大
臣
も
さ
っ
そ
く
こ
の
件
に
つ
い
て
林
全
権
公
使
に
連
絡
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。

林

全

権

公

使

は

、

日

本

政

府

は

二

二

日

に

不

通

と

な

っ

た

該

海

底

電

線

を

、

大

北

電

信

舎

枇

か
ら
修
理
船
を
借
り
て
修
理
す
る
の
で
、
こ
の
旨
一
拍
州
の
地
方
官
に
惇
え
ら
れ
た
い
と
連
絡
し
て
き
た
。
じ
つ
は
、
そ
の
前
日
、
津
海
闘
遁
盛

一
八
九
五
年
一

O
月
一
七
日
総
理
街
門
宛
に
、

宣
懐
(
一
八
四
四
一
九
一
六
)
も
、
該
海
底
電
線
は
清
の
も
の
で
あ
り
、
日
本
に
修
理
を
さ
せ
れ
ば
そ
の
回
牧
が
む
ず
か
し
く
な
る
の
で
、
中

園
電
報
公
司
(
日
本
側
は
清
園
電
報
公
司
と
稽
す
)
に
命
令
し
て
飛
捷
競
を
修
理
に
向
か
わ
せ
る
べ
き
だ
と
総
理
街
門
に
惇
え
て
い
た
。
総
理
街

一
O
月
一
一
一
日
、
津
海
開
道
盛
宣
懐
と
林
全
権
公
使
に
封
し
て
、
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
、
こ
の
海
底
電
線
の
ど
の
部
分
に
障
害
が
あ
り
、

ど
の
よ
う
に
修
理
し
た
の
か
返
事
を
求
め
た
い
と
の
電
報
を
迭
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
政
府
が
一
八
日
に
す
で
に
こ
の
線
の
修
理
を
終
え
て
通

同
J

ム正、

f
l
 

信
を
回
復
さ
せ
て
い
た
こ
と
は
、

二
九
日
盛
宣
懐
か
ら
の
連
絡
に
よ
っ
て
、
清
政
府
は
よ
う
や
く
知
る
こ
と
に
な
っ
た
。
清
側
の
封
麿
は
、
明

(
日
)

ら
か
に
後
手
に
ま
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
一
月
五
日
、
林
全
権
公
使
は
、
遁
信
省
の
上
述
の
原
案
に
も
と
づ
き
、
総
理
街
門
と
協
議
し
た
。
清
側
の
言
い
分
に
よ
れ
ば
、
淡
水
川

石
山
線
は
政
府
の
経
費
で
敷
設
し
た
が
、
こ
れ
を
民
間
の
中
園
電
報
公
司
に
梯
い
下
げ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
を
日
本
政
府
の
所
有
と
す

305 

る
の
で
あ
れ
ば
、
蓋
湾
島
の
領
海
以
外
の
電
線
に
つ
い
て
は
、
そ
の
代
債
を
要
求
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
主
張
し
て
(
傍
線
部
分
は
『
海
防
槍
』
に

は
記
載
が
な
い
)
、
こ
れ
が
官
管
線
で
な
い
詮
擦
を
提
示
す
る
こ
と
を
約
束
し
て
分
か
れ
た
。
翌
日
、
陸
奥
外
務
大
臣
は
林
全
権
公
使
の
報
告
に
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封
し
て
、
領
海
に
闘
係
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
清
政
府
の
示
す
誼
擦
が
十
分
に
根
擦
の
あ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き

り
し
た
場
合
は
、
こ
の
電
線
を
購
買
す
る
こ
と
を
拒
む
こ
と
は
な
い
の
で
、
誼
擦
の
内
容
を
報
告
す
る
よ
う
に
と
惇
え
た
。

一
一
月
一
六
日
(
『
海
防
槍
』
で
は
一
五
日
)
、
総
理
各
園
事
務
街
門
翁
同
師
、
李
鴻
藻
、
菜
穂
ら
は
、
林
全
権
公
使
宛
に
、
淡
水
川
石
山
線

(
M
)
 

が
民
民
呂
線
で
あ
る
こ
と
を
誼
明
す
る
三
つ
の
書
簡
(
こ
れ
は
会
三
日
に
北
洋
大
臣
王
文
詔
が
総
理
街
門
に
提
出
し
た
も
の
)
を
、
送
っ
た
。
遁
信
省
に
迭

ら
れ
た
記
録
に
よ
れ
ば
、
そ
の
詮
擦
文
書
と
は
、
①
一
八
八
九
(
光
緒
一
五
)
年
六
月
六
日
、
古
室
湾
巡
撫
↓
北
洋
大
臣
、
苔
丈
、
②
一
八
八
九

(
光
緒
一
五
)
年
七
月
、
招
商
局
↓
北
洋
大
臣
、
嘉
文
、
③
同
月
、
電
報
商
局
↓
北
洋
大
臣
、
詳
丈
で
あ
る
(
『
海
防
棺
』

一
五
九
九
l

一六
O
四

頁
で
は
、
②
の
代
わ
り
に

一
八
八
六
(
光
緒
二
乙
年
九
月
二
O
日
ジ
ャ
l
デ
イ
ン
・
マ
セ
ソ
ン
商
舎
と
蓋
北
通
商
委
員
李
彫
恩
と
が
締
結
し
た
契
約
文
が

あ
げ
ら
れ
て
い
る
)
。
こ
れ
ら
の
文
書
は
、

一
八
八
八
(
光
緒
一
四
)
年
に
、
蓋
湾
巡
撫
劉
銘
停
が
民
営
の
招
商
局
に
、
淡
水
川
石
山
線
、
安
平

鎮
ー
湯
湖
島
線
、
そ
し
て
汽
船
飛
捷
を
二
二
高
雨
で
責
却
し
よ
う
と
し
た
が
、
海
底
電
線
は
招
商
局
で
保
管
で
き
な
い
た
め
、
こ
れ
を
民
替
の

か
ら
の
連
絡
文
書
が
、
西
国
寺
外
務
大
臣
臨
時
代
理
か
ら
遮
信
大
臣
白
根
専
一

も
う
ひ
と
つ
の
海
底
電
線
で
あ
る
滋
湖
安
平
線
に
つ
い
て
は
、

一
一
一
月
六
日
に
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
と
林
全
権
公
使

(
日
)

(
一
八
五
O

一
八
九
八
)
に
惇
え
ら
れ
た
。

つム

中
国
電
報
公
司
に
保
管
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

二
月
一
九
日
、
総
理
街
門
大
臣
張
蔭
桓
(
一
八
三
七
一
九
O
O
)
が
日

本
公
使
館
を
訪
れ
た
際
に
、
林
全
権
公
使
が
問
い
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
日
本
の
領
土
に
あ
る
も
の
ゆ
え
、
も
し
日
本
政
府
が
望
む
な
ら

ば
中
園
電
報
公
司
を
説
得
し
て
放
棄
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
と
の
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
つ
づ
け
て
、
林
全
権
公
使
は
、
も
し
日
本
政
府
が
淡

水
川
石
山
線
を
買
い
上
げ
る
こ
と
を
望
め
ば
電
報
局
は
こ
れ
に
同
意
す
る
か
、
清
政
府
は
肯
定
す
る
よ
う
に
取
り
計
ら
う
こ
と
は
で
き
る
か

と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
張
大
臣
は
政
府
が
こ
れ
に
同
意
す
る
こ
と
は
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
斡
旋
す
る
よ
う
な
こ
と
は
し
た
く

は
な
い
と
返
答
し
た
。
そ
こ
で
、
林
全
権
公
使
は
蓋
湾
一
拍
州
の
海
底
電
線
は
民
替
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
う
ち
一
噛
州
の
も
の
を
政
府

(

日

山

)

が
経
費
を
出
し
た
と
い
う
の
は
矛
盾
し
て
い
る
で
は
な
い
か
と
反
論
し
た
が
、
こ
の
協
議
は
持
ち
越
し
に
さ
れ
た
。
少
な
く
と
も
、
こ
の
曾
議

の
成
果
は
、
滋
湖
{
女
平
線
の
所
有
権
が
日
本
政
府
に
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
清
側
は
な
ん
ら
異
議
を
唱
え
な
か
っ
た
こ
と
に



あ
っ
た
。

こ
う
し
て
、
淡
水
川
石
山
線
の
所
有
権
問
題
が
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、

林
全
権
公
使
へ
、
外
務
省
の
見
解
を
一
不
す
次
の
よ
う
な
電
丈
が
迭
ら
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
清
側
の
言
い
分
に
理
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、

政
府
と
し
て
は
日
本
の
所
有
と
言
い
切
っ
た
限
り
は
、
前
言
を
翻
す
こ
と
は
で
き
か
ね
る
こ
と
、
い
ま
イ
ギ
リ
ス
の
造
船
舎
枇
に
依
頼
し
て
い

一
一
一
月
二
七
日
に
西
国
寺
外
務
大
臣
臨
時
代
理
か
ら

る
ケ
ー
ブ
ル
船
が
来
年
二
月
に
は
完
成
し
、
遅
く
と
も
四
月
に
は
日
本
に
回
航
す
る
だ
ろ
う
か
ら
、
九
月
あ
た
り
に
は
そ
の
船
で
日
本
本
土

官
室
湾
聞
の
海
底
電
線
の
敷
設
を
完
成
さ
せ
る
珠
定
で
あ
る
こ
と
を
述
、
べ
、
こ
の
線
が
竣
工
す
る
ま
で
は
清
政
府
と
争
議
中
の
淡
水
川
石
山
線

(
口
)

を
あ
え
て
日
本
の
所
有
に
す
る
に
は
及
ば
な
い
の
で
、
懸
案
と
し
て
交
渉
を
引
き
延
ば
せ
ば
よ
い
と
の
指
示
だ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
淡
水
川

石
山
線
を
め
ぐ
る
日
清
交
渉
は
首
面
棚
上
げ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
後
二
年
中
十
あ
ま
り
が
す
ぎ
、

一
八
九
八
年
八
月
一
日
、
電
報
督
嫌
に
な
っ
た
盛
宣
懐
の
ほ
う
か
ら
、
駐
上
海
総
領
事
代
理
小
田
切
寓
書

之
助
(
一
八
六
八
一
九
三
四
)
に
連
絡
が
あ
り
、
淡
水
川
石
山
線
の
交
渉
を
再
開
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
、
盛
宣
懐
は
、
こ

の
線
を
中
園
電
報
公
司
の
所
有
と
し
て
毎
年
過
線
料
な
ど
を
支
揖
う
方
法
を
と
る
か
、
あ
る
い
は
日
本
が
こ
れ
を
買
い
取
る
か
の
二
案
が
あ
る

(

刊

日

)

の
で
、
小
田
切
か
ら
遁
信
大
臣
に
惇
え
て
も
ら
い
、
こ
の
件
に
閲
し
て
上
海
で
候
約
調
印
を
お
こ
な
い
た
い
と
惇
え
た
。
一
方
、
日
本
圏
内
に

お
い
て
も
、
同
年
九
月
一
日
に
兼
任
外
務
大
臣
大
隈
重
信
か
ら
逓
信
大
臣
林
有
造
(
一
八
四
二
一
九
一
一
一
)
宛
の
書
簡
の
な
か
で
、

(
一
八
九
六
年
)
一

O
月
二
九
日
に
外
務
省
次
官
か
ら
遁
信
省
次
官
へ
お
こ
な
っ
た
連
絡
以
来
、
こ
の
海
底
電
線
に
つ
い
て
の
省
鹿
間
協
議
が

(

刊

日

)

滞
っ
て
い
る
の
で
績
け
な
い
か
と
打
診
が
あ
っ
た
。
林
逓
信
大
臣
は
、
大
隈
外
務
大
臣
に
封
す
る
返
答
と
し
て
、
在
北
京
日
本
公
使
と
清
政
府

と
の
談
判
が
進
ん
で
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
次
の
よ
う
な
貼
を
停
え
た
。
す
な
わ
ち
、
①
海
底
電
線
は
中
国
電
報
公
司
の
所
有
と
認
め
ざ
る

昨
年

を
得
な
い
の
で
買
牧
の
方
針
に
切
り
替
え
る
こ
と
、
②
こ
れ
ま
で
日
清
雨
園
で
得
た
牧
入
も
清
算
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
③
海
底
線
の
清
側

陸
揚
地
は
一
噛
建
省
川
石
山
と
す
る
こ
と
、
④
陸
揚
局
を
あ
ら
た
に
設
置
す
る
か
、
大
東
電
信
合
回
世
の
電
信
局
と
陸
線
で
連
結
す
る
か
に
つ
い
て

307 

は
、
清
政
府
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
な
ど
。
こ
れ
ら
の
件
に
つ
い
て
閣
議
承
認
が
得
ら
れ
れ
ば
、
そ
の
後
の
交
渉
は
上
海
の
日
本
総
領
事
に
委
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(
初
)

ね
る
と
連
絡
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
月
の
閣
議
で
は
、
こ
の
件
が
承
認
さ
れ
、
九
月
三

O
日
に
大
隈
外
務
大
臣
か
ら
林
遁
信
大
臣
に
、
そ
の

(
幻
)

旨
惇
え
ら
れ
た
。

さ
ら
に
、

一
O
月
一

O
日
に
は
、
大
隈
外
務
大
臣
は
、
小
田
切
在
清
総
領
事
代
理
宛
に
、

一
八
九
八
年
三
月
以
降
、
海
底
電
線
に
再
び
障
害

が
起
こ
り
、
喜
湾
と
清
と
の
通
信
が
途
絶
え
て
し
ま
っ
て
お
り
、
公
式
に
は
電
信
線
の
所
有
権
が
未
決
定
な
ま
ま
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
通

常
料
金
は
牽
湾
か
ら
護
し
た
電
報
に
つ
い
て
は
牽
湾
の
牧
入
と
し
、
外
固
か
ら
墓
湾
に
到
着
し
た
も
の
は
清
の
牧
入
と
し
て
き
た
が
、
い
ま
だ

差
引
清
算
は
し
て
い
な
い
こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
な
具
躍
的
な
指
示
が
な
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
差
引
清
算
の
方
法
は
一
一
一

分
の
一
が
日
本
、
三
分
の
二
が
清
の
取
り
分
で
あ
る
と
定
め
て
交
渉
を
進
め
る
こ
と
、
そ
し
て
中
園
電
報
公
司
に
買
牧
の
希
望
を
惇
え
る
こ
と

で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
今
回
こ
の
こ
と
が
閣
議
で
決
定
さ
れ
た
の
で
、
買
収
が
完
了
し
た
後
で
、
陸
線
、
海
底
電
線
の
修
理
を
お
こ
な
い
、
大

(
勾
)

東
電
信
舎
一
吐
の
電
線
の
引
き
込
み
工
事
に
着
手
す
る
と
の
方
針
が
示
さ
れ
た
。

一
O
月
二
九
日
、
小
田
切
は
、
大
限
外
務
大
臣
宛
に
、
小
田
切

と
盛
宣
懐
と
の
二
回
の
曾
談
の
内
容
と
し
て
、
海
底
電
線
の
購
入
経
費
は
一

O
寓
雨
以
下
で
は
責
却
さ
れ
な
い
こ
と
、
新
規
電
線
引
揚
げ
に
つ

い
て
は
一
八
八
四
年
の
大
東
電
信
曾
枇
と
の
契
約
に
準
じ
て
も
問
題
は
な
い
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
な
ど
を
惇
え
た
。

(
お
)

蔑
さ
れ
た
課
題
と
し
て
は
、
電
線
引
揚
げ
に
つ
い
て
大
東
電
信
舎
祉
と
、
電
報
料
の
件
に
つ
い
て
清
政
府
と
協
議
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
そ
こ

(
包
)

で
、
大
東
電
信
舎
一
吐
と
の
交
渉
は
遁
信
省
が
、
中
国
電
報
公
司
と
の
交
渉
は
上
海
領
事
館
が
、
そ
れ
ぞ
れ
進
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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一
八
九
八
年
一
一
月
一
八
日
、
小
田
切
か
ら
外
務
大
臣
に
就
任
し
た
ば
か
り
の
青
木
周
戴
ご
八
四
四
一
九
一
四
)
宛
に
、
同
月
、
漢
口
に

(
お
)

て
盛
宣
懐
と
小
田
切
と
の
聞
で
、
淡
水
川
石
山
線
買
収
契
約
に
つ
い
て
調
印
を
珠
定
し
て
い
る
と
惇
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
珠
定
通
り
一
一
一

月
八
日
に
、
漢
口
で
盛
宣
懐
と
小
田
切
と
が
「
川
石
山
買
牧
約
定
」
(
以
下
「
約
定
」
と
略
記
)
に
調
印
し
た
の
で
あ
る
。
政
府
首
事
者
間
で
締

結
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
保
丈
で
は
な
く
、
「
約
定
(
円

2
2
5
8
)」
と
さ
れ
た
の
は
、
貰
り
手
で
あ
る
清
側
は
あ
く
ま
で
民
間
の
中
園

電
報
公
司
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
干
乃
明
(
一
九
九
八
)
は
、
こ
の
「
約
定
」
は
小
田
切
の
原
案
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
に
封
し
て
盛
宣
懐
が

(
お
)

修
正
、
追
加
補
足
を
求
め
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
子
の
指
摘
に
基
づ
き
、
さ
ら
に
『
海
防
棺
』

一
九
八
六
!
一
九
八
九
頁
で
確
認
す



れ
ば
、
「
約
定
」
の
な
か
で
、
盛
宣
懐
が
修
正
、
追
加
し
た
黙
は
、
下
記
「
約
定
」
の
傍
線
の
部
分
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
日
本
側
の
判

(
幻
)

断
で
は
、
盛
宣
懐
の
要
求
は
さ
し
た
る
問
題
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
た
た
め
、
「
約
定
」
に
は
そ
の
ま
ま
盛
り
込
ま
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
、
子
乃
明
は
、
こ
の
「
約
定
」
に
つ
い
て
、
「
海
防
槍
』
に
記
録
さ
れ
て
い
る
中
園
語
丈
か
ら
翻
課
し
て
い
る
が
(
入
会
1
八
三
頁
)
、
遁

信
博
物
館
所
臓
の
野
村
事
務
官
が
ま
と
め
た

『
川
石
山
線
開
係
』
(
参
考
資
料
第
一
八
競
)
か
ら
は
、
日
本
側
の
正
式
な
約
定
丈
が
下
記
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
で
き
た
。
少
し
長
い
が
引
用
し
て
お
き
た
い
。

「
川
石
山
買
収
約
定
」

一
八
九
八
年
一
一
一
月
七
日

大
清
園
督
帯
電
報
事
宜
頭
品
頂
戴
大
理
土
寸
盛
少
堂
ト
大
日
本
帝
園
上
海
駐
在
総
領
事
小
田
切
ト
ノ
間
ニ
左
記
ノ
通
リ
約
定
ス

大
清
固
一
耐
建
省
一
噛
州
府
ヨ
リ
大
日
本
帝
園
蓋
湾
淡
水
口
ニ
至
ル
海
底
電
報
ハ
原
ト
中
園
電
報
公
司
ノ
創
設
ノ
係
ル
モ
ノ
ナ
ル
モ
近
年
該
線
ノ
一

端
カ
古
室
湾
ノ
境
界
内
ニ
在
ル
ノ
故
ヲ
以
テ
屡
々
雨
園
間
ニ
商
議
ヲ
重
ヌ
ル
モ
未
タ
解
決
ヲ
告
ケ
ス
。
本
海
底
線
ハ
巳
ニ
日
本
政
府
ニ
於
テ
三
度

修
覆
ヲ
矯
セ
ル
モ
更
ニ
破
損
シ
竿
歳
ノ
久
シ
キ
ニ
百
一
ル
モ
護
信
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
雨
固
ニ
取
リ
官
宅
モ
利
盆
ス
ル
所
ナ
キ
ヲ
以
一
ア
草
二
本
督
静
ト

本
総
領
事
協
議
ノ
結
果
該
電
線
ハ
日
本
政
府
三
譲
渡
ス
ル
コ
ト
ト
シ
以
テ
紛
口
ヲ
克
カ
レ
園
誼
ヲ
睦
フ
セ
ム
ト
ス
。
議
定
候
項
左
記
ノ
通
リ
之

ヲ
掲
ク

第
一
候

車
豆
湾
淡
水
口
ヨ
リ
一
噛
建
省
川
石
山
頭
ニ
至
ル
海
底
線
一
候
ハ
本
約
定
成
立
後
日
本
政
府
二
時
層
、
ン
白
ラ
之
ヲ
経
営
ス
。
該
線
ノ
修
理

及
取
換
等
ハ
日
本
政
府
白
ラ
之
ヲ
施
行
庭
理
ス
ヘ
シ
。
向
後
該
海
底
線
ニ
ハ
中
園
電
報
総
局
ト
英
園
大
東
公
司
ノ
合
議
セ
ル
一
帽
州
電

線
合
同
第
一
一
候
ヲ
準
用
ス
ヘ
シ
(
略
)
海
底
線
ハ
川
石
山
ヲ
以
テ
終
止
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
モ
川
石
山
ノ
土
地
内
ニ
引
込
ミ
オ
潟
サ
ス
以

第

{I* 

テ
限
界
ヲ
明
ラ
カ
ニ
ス

該
海
底
線
ノ
債
格
ハ
墨
銀
一

O
寓
爾
ト
議
定
ス
。
本
約
定
成
立
後
一
ヶ
月
以
内
ニ
日
本
上
海
駐
在
総
領
事
館
ヨ
リ
中
園
電
報
公
司
ニ

309 

之
ヲ
交
附
清
算
ス
ル
コ
ト
ト
シ
遅
延
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
。
向
ホ
本
海
底
線
カ
前
二
日
本
政
府
ニ
依
リ
一
一
一
度
修
覆
サ
レ
タ
ル
債
格
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第

イ康

ハ
中
国
電
報
徳
局
ニ
於
テ
闘
知
セ
サ
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
議
定
ス

中
国
電
報
細
川
局
ト
英
園
大
東
公
司
ト
ハ
光
緒
十
年
九
月
二
十
九
日
西
暦
一
八
八
四
年
一

O
月
二
九
日
ニ
一
帽
州
電
線
合
同
章
程
ヲ
成
立

セ
シ
メ
タ
リ
。
今
回
約
定
セ
ル
淡
水
口
ヨ
リ
川
石
山
頭
ニ
至
ル
海
底
電
線
ニ
シ
テ
庭
理
ス
ヘ
キ
事
項
ア
ル
ト
キ
ハ
何
レ
モ
右
章
程
ニ

依
リ
庭
理
シ
違
背
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
四
候

本
約
定
締
結
前
ニ
受
護
セ
ル
電
報
ノ
料
金
ハ
日
本
政
府
ニ
於
テ
一
ヶ
月
以
内
ニ
支
蹄
結
算
ス
ヘ
シ
、
本
約
定
締
結
後
ノ
川
石
山
及
ヒ

南
吉
室
電
報
料
金
ハ
中
国
電
報
徳
局
ト
英
国
大
東
公
司
ノ
約
定
セ
ル
幅
州
電
線
合
同
ニ
準
シ
毎
字
墨
銀
二

O
仙
ト
シ
電
報
原
書
及
ヒ
雨

公
司
ノ
帳
簿
ニ
挟J

リ
計
算
ス
ヘ
シ
。
一
帽
州
ニ
於
テ
ハ
月
毎
最
モ
常
例
ト
ス

こ
の
第
一
僚
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
「
幅
州
電
線
合
同
」
と
は
、

一
八
八
四
(
光
緒
一

O
)
年
一
一
一
月
一
七
日
、
電
報
事
務
総
緋
盛
宣
懐
、
洋

ρhυ 

務
委
員
伍
廷
芳
ら
と
、
天
津
駐
在
英
国
領
事
、
大
東
電
信
舎
枇
代
表
と
の
聞
で
締
結
さ
れ
た
規
約
で
、
清
の
電
報
局
が
南
蓋
長
門
聞
に
敷
設

し
た
陸
線
を
川
石
山
海
岸
ま
で
延
長
す
る
と
と
も
に
、
大
東
電
信
舎
一
祉
が
川
石
山
に
家
屋
を
租
借
し
て
電
信
局
を
設
置
す
る
こ
と
を
承
認
し
た

(
鈎
)

内
容
で
あ
っ
た
。
淡
水
川
石
山
線
が
買
収
さ
れ
た
後
も
、
基
本
的
に
こ
の
規
約
に
準
じ
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
大
束
、
大
北
雨
電
信

舎
一
祉
の
利
盆
を
侵
害
し
な
い
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
だ
っ
た
。
盛
宣
懐
は
、
日
本
政
府
に
所
有
権
が
移
る
こ
と
は
心
外
だ
っ
た
が
、
「
約

定
」
調
印
以
前
に
海
底
電
線
に
用
い
ら
れ
た
修
理
費
に
つ
い
て
清
政
府
は
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
こ
と
、
電
報
料
金
は
従
来
ど
お
り
と
す
る
こ
と
な

ど
の
要
求
を
盛
り
込
む
こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
。

一
八
九
八
年
二
一
月
一
一
一
日
、
青
木
外
務
大
臣
は
、
「
約
定
」
の
調
印
が
完
了
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
逓
信
大
臣
に
就
任
し
た
ば
か
り
の
芳

川
額
正
(
一
八
四
二
一
九
二
O
)
に
停
え
、
買
収
債
格
で
あ
る
メ
キ
シ
コ
銀
一

O
高
ド
ル
と
電
報
料
の
清
算
分
を
至
急
迭
附
す
る
よ
う
に
求
め

(
却
)

た
。
こ
の
「
約
定
」
に
つ
い
て
は
、
遁
信
省
か
ら
外
務
省
へ
の
連
絡
を
経
て
、

一
二
月
一
一
一
一
日
に
そ
の
原
案
が
閣
議
で
承
認
さ
れ
た
が
、

さ
ら

に
帝
園
議
舎
で
も
そ
の
承
認
が
必
要
と
さ
れ
た
。

一
方
、
盛
宣
懐
も
、
同
月
三

O
日
に
総
理
街
門
宛
に
、
「
約
定
」
調
印
ま
で
の
一
連
の
経
緯



を
説
明
し
、
「
約
定
」
の
批
准
に
つ
い
て
求
め
た
。
同
日
、
日
本
政
府
は
正
式
に
「
約
定
」
を
批
准
し
、

(
況
)

一
一
日
に
批
准
を
お
こ
な
っ
た
。
遁
信
省
は
、
こ
の
「
約
定
」
が
締
結
さ
れ
た
か
ら
に
は
、
海
底
電
線
の
修
繕
工
事
に
着
手
し
、
川
石
山
で
大
東(

犯
)

電
信
舎
一
吐
の
海
底
線
を
陸
揚
げ
し
、
同
一
吐
の
電
信
局
に
接
績
し
、
利
盆
を
提
供
で
き
る
よ
う
な
仕
組
み
を
つ
く
る
よ
う
に
園
る
交
渉
を
進
め
た
。

一
方
清
政
府
も
翌
一
八
九
九
年
一
月

大
東
は
、
こ
う
し
た
日
本
政
府
の
姿
勢
を
許
憤
し
、
「
約
定
」

へ
の
表
立
っ
た
反
封
は
控
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一方、

お
さ
ま
ら
な
い
の
は
大
北
電
信
合
世
と
そ
の
大
株
主
で
あ
っ
た
ロ
マ
ノ
フ
家
だ
っ
た
。
「
約
定
」
締
結
後
、
小
田
切
は
二
一
月
一
一
一
一

日
に
漢
口
を
出
護
し
、
翌
一
四
日
に
九
江
に
到
着
し
た
と
き
に
盛
宣
懐
か
ら
の
電
報
を
受
け
取
り
、
至
急
漢
口
に
引
き
返
す
よ
う
に
要
請
さ
れ

た
。
小
田
切
は
、
引
き
返
す
船
便
が
な
か
っ
た
た
め
、
電
報
で
の
連
絡
を
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、

つ
ぎ
に
停
泊
し
た
蕪
湖
で
盛
宣
懐
が
抵
遣
し
た

書
記
官
朱
賓
室
が
携
え
た
電
報
を
受
け
取
っ
た
。
そ
の
電
報
に
は
、
盛
宣
懐
の
も
と
に
ロ
シ
ア
公
使
か
ら
日
清
聞
の
「
約
定
」
調
印
に
封
す
る

抗
議
丈
が
寄
せ
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
内
容
は
、
淡
水
川
石
山
線
に
よ
る
電
報
を
大
東
電
信
舎
枇
川
石
山
支
局
で
取
扱
う
こ

(
お
)

と
を
先
例
と
す
れ
ば
、
各
園
が
こ
れ
を
模
倣
し
、
大
北
電
信
舎
一
吐
の
通
信
特
許
権
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
と
の
異
議
申
し
立
て
だ
っ
た
。
小

考
え
、
盛
宣
懐
や
総
理
街
門
に
封
し
て
日
清
雨
圃
が
「
約
定
」
に
調
印
し
て
い
る
以
上
、

田
切
は
、
こ
の
抗
議
は
大
北
が
白
一
吐
経
営
の
長
崎
上
海
線
の
利
用
が
減
る
こ
と
を
警
戒
し
て
ロ
シ
ア
公
使
を
通
じ
て
お
こ
な
っ
た
も
の
だ
と(

但
)

ロ
シ
ア
公
使
の
抗
議
を
無
覗
す
る
べ
き
だ
と
停
え
た
。

そ
の
後
、
盛
宣
懐
は
、
清
政
府
の
承
認
を
経
て
い
る
の
で
、
「
約
定
」
の
内
容
ど
お
り
電
報
業
務
を
施
行
す
る
と
連
絡
し
た
た
め
、
大
北
電
信

舎
一
吐
か
ら
の
抗
議
は
績
け
ら
れ
た
。
小
田
切
の
判
断
で
は
、
日
本
政
府
は
淡
水
川
石
山
線
で
外
国
と
の
通
信
電
報
を
取
扱
う
こ
と
は
な
い
と

(
お
)

通
知
す
る
か
、
確
約
す
る
こ
と
で
、
大
北
か
ら
の
抗
議
は
お
さ
ま
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、

一
八
九
九
年
一
月
一
一
一
一
一
日
、
「
約
定
」

の
内
容
に
も
と
づ
き
、
中
国
電
報
公
司
の
楊
廷
果
、
王
慶
徴
の
二
名
が
盛
宣
懐
の
照
曾

書
と
領
牧
童
日
を
持
参
し
て
買
牧
額
の
受
け
渡
し
を
求
め
て
き
た
た
め
、
逓
信
省
通
信
局
長
は
上
海
郵
便
局
に
交
附
し
て
い
た
資
金
か
ら
メ
キ
シ

(
却
)

コ
銀
一

O
高
ド
ル
を
支
挽
っ
た
。
ま
た
、
上
海
の
電
信
局
長
は
、
大
東
電
信
曾
枇
の
パ
1

ン
ソ
ン

(
T
ζ
2
τ
ζ
3
2
F
E
E口
)
を
訪
問
し
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て
、
淡
水
|
川
石
山
線
の
一
帽
州
側
を
同
一
吐
の
海
底
電
線
に
連
結
す
る
こ
と
を
惇
え
た
。
パ

l
ン
ソ
ン
も
、
清
政
府
と
の
聞
に
締
結
し
た
コ
帽
州
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電
報
合
同
」
は
君
。
片
付
E
m
〉
ぬ
同
巾

8
5
Eだ
と
理
解
し
て
お
り
、
陸
揚
権
の
規
定
は
な
い
た
め
、
こ
の
規
約
が
廃
止
さ
れ
て
も
自
社
の
陸
揚
権

(
幻
)

に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
い
と
の
認
識
を
示
し
た
。
こ
う
し
て
、
大
北
も
白
枇
の
通
信
特
許
権
が
保
持
さ
れ
た
も
の
と
認
識
し
、
や
む
な
く

状
況
を
受
け
入
れ
た
。

日
本
政
府
が
淡
水
川
石
山
線
を
買
牧
し
た
後
、

一
八
九
九
年
七
月
八
日
に
大
東
電
信
舎
一
祉
と
の
聞
で
、
川
石
線
の
一
柚
州
側
は
同
世
が
日
本

政
府
に
代
わ
っ
て
、
こ
れ
を
運
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
正
式
に
協
定
を
締
結
し
、
そ
の
過
料
は
逓
信
省
と
蓋
湾
総
督
府
の
牧
入
と
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
し
て
、
遁
信
省
は
「
告
示
第
三
二
六
競
」
に
お
い
て
、
下
記
の
よ
う
に
告
示
を
し
、
同
年
一

(
お
)

よ
る
通
信
を
開
始
し
た
。

一
月
六
日
よ
り
淡
水
川
石
山
線
に

同
海
底
線
ハ
蓋
湾
ニ
麓
着
ス
ル
通
信
ニ
限
リ
之
ヲ
使
用
ス
但
長
崎
、
上
海
間
海
底
線
不
通
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
本
邦
ト
外
国
ト
ノ
間
ニ
麓
着

ス
ル
通
信
及
ヒ
大
漬
、
基
隆
間
海
底
線
ノ
一
部
不
通
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
本
邦
内
地
ト
通
信
ヲ
途
絶
セ
ラ
レ
タ
ル
該
電
信
線
沿
線
各
地
ト
詮

。。

着
ス
ル
通
信
ニ
モ
之
ヲ
使
用
ス
ル

こ
の
告
示
に
も
あ
る
と
お
り
、
淡
水
川
石
山
線
は
、
首
初
「
古
室
湾
ニ
護
着
ス
ル
通
信
ニ
限
リ
之
ヲ
使
用
ス
」
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
む

ろ
ん
こ
の
規
定
は
一
八
八
二
(
明
治
一
五
)
年
に
日
本
と
大
北
電
信
曾
枇
と
の
聞
で
締
結
さ
れ
た
二

0
年
聞
の
濁
占
的
な
特
許
権
(
一
九
O
二
年

に
は
さ
ら
に
一

O
年
延
長
)
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

留
意
す
べ
き
は
、
こ
の
告
示
が
示
す
淡
水
川
石
山
線
は
、
後
述
す
る
日
本
本
土
|
墓
湾
線
の
通
信
に
封
す
る
危
機
管
理
の
機
能
を
擦
っ
て

日
露
戦
争
中
の
一
九

O
五
(
明
治
三
八
)
年
九
月
一
日
、
長
崎
上
海
聞
の
大
北
電
信
舎
一
吐
線
が
二
伎
と

も
不
通
と
な
り
、
そ
れ
ら
が
取
扱
う
外
圃
電
報
通
信
が
途
絶
え
た
と
き
、
内
地
護
着
外
国
電
報
は
後
速
す
る
鹿
児
島
|
那
覇
線
、
那
覇
|
基
隆

(
鈎
)

線
、
そ
し
て
淡
水
川
石
山
線
を
経
て
、
川
石
山
で
大
東
線
に
臨
時
中
継
し
て
迭
受
信
さ
れ
た
事
貰
を
根
擦
と
し
て
い
る
。

日
露
戦
争
後
の
一
九

O
七
年
一

O
月
、
東
京
駐
在
イ
ギ
リ
ス
大
使
が
、
淡
水
川
石
山
線
を
日
英
同
盟
圃
聞
に
直
接
電
信
連
絡
と
し
て
利
用

す
る
次
の
よ
う
な
提
案
を
出
し
た
。



日
英
雨
園
ノ
賓
利
タ
ラ
ン
ト
ス
ル
一
大
問
題
即
チ
幅
州
蓋
湾
問
ノ
海
底
電
線
ヲ
牽
湾
日
本
間
ノ
海
底
電
線
ニ
闘
係
シ
テ
之
ヲ
雨
園
同
盟
国

間
二
護
着
ス
ル
通
信
ノ
惇
迭
線
路
タ
ラ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ノ
問
題
ハ
頃
者
英
園
政
府
ノ
審
議
ヲ
経
タ
ル
趣
本
官
ハ
外
務
大
臣
ノ
訓
令
ニ
従
ヒ

日
本
政
府
ニ
通
報
ス
ル
ノ
光
築
ヲ
有
シ
候

イ
ギ
リ
ス
政
府
が
、
自
園
の
企
業
で
あ
る
大
東
電
信
舎
祉
の
利
益
を
侵
害
す
る
よ
う
な
申
し
出
を
し
た
背
景
に
は
、

一
九

O
五
(
明
治

八
)
年
九
月
に
日
本
政
府
が
米
国
商
業
太
平
洋
海
底
電
信
舎
一
吐

2
r
p
B
E
2
3
-
E口氏
戸
内

p
r
F
(リ

D
E
B
-
と
の
聞
で
、
東
京
グ
ア
ム

聞
に
海
底
電
線
敷
設
に
閲
す
る
通
信
協
定
を
締
結
し
、
翌
一
九

O
六
年
八
月
一
日
か
ら
日
米
直
接
電
信
が
開
始
さ
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
イ
ギ

リ
ス
政
府
は
、
米
国
政
府
に
よ
っ
て
東
京
グ
ア
ム
聞
の
通
信
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
で
、
従
来
所
有
し
て
い
た
束
ア
ジ
ア
に
お
け
る
大
東
の
通

信
特
権
が
維
持
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
危
倶
し
て
、
上
記
の
提
案
を
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
大
北
電

信
舎
枇
が
も
っ
特
許
権
を
出
し
抜
い
た
提
案
だ
っ
た
。

雨
同
盟
園
間
ニ
直
接
通
信
連
絡
ノ
逢
ヲ
聞
ク
ハ
首
省
ニ
於
テ
モ
夙
に
其
必
要
ヲ
感
ス
ル
所
ニ
有
之
此
ノ
目
的
ノ
矯
差
向
蓋
湾
一
耐
州
線
ヲ
利

用
ス
ル
ハ
本
大
臣
ノ
異
議
ナ
キ
所
ニ
有
之
候
候
:
:
:
尤
モ
内
地
蓋
湾
問
ノ
海
底
線
ハ
目
下
内
国
電
報
ノ
ミ
ノ
惇
迭
ヲ
以
テ
鼠
ニ
非
常
ノ
轄

(
的
)

一
九

O
七
年
一
一
月
一
九
日
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
こ
の
申
し
出
に
封
し
て
、
遁
信
大
臣
は
、
以
下
の
よ
う
に
返
答
し
た
。

鞍
ヲ
呈
シ
居
候
次
第
二
シ
テ
此
上
欧
州
通
信
ヲ
モ
該
線
一
一
由
テ
惇
迭
ス
ル
ニ
至
ル
ト
キ
ハ
該
線
経
由
ノ
通
信
ニ
多
少
ノ
遅
延
誤
謬
ノ
ア
ル

ヘ
キ
コ
ト
ハ
本
大
臣
ノ
遺
憾
ト
ス
ル
所
ニ
有
之
候
候
此
貼
ハ
御
附
言
相
成
度
候

日
本
政
府
と
し
て
は
、
長
崎
|
上
海
線
を
運
用
す
る
大
北
電
信
命
日
祉
の
特
許
権
を
尊
重
す
る
意
向
を
示
し
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
申
し
出
を
、

い
っ
た
ん
は
断
わ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
大
北
電
信
舎
一
吐
の
特
許
権
も
、

一
九
一
一
一
(
明
治
四
五
)
年
一
一
一
月
二
八
日
に
い
っ
た
ん
は
満
了
を
迎
え
る
こ
と
で
饗
更
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を
迫
ら
れ
た
。
遁
信
省
は
、
こ
の
長
年
の
懸
案
を
解
決
す
る
機
舎
を
得
て
、
日
英
爾
同
盟
園
の
通
信
に
利
用
す
る
た
め
に
、
日
本
本
土
|
蓋
湾

聞
の
海
底
電
線
お
よ
び
淡
水
|
川
石
山
線
を
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
通
信
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
を
計
量
し
た
。
同
線
は
川
石
山
で
大
東
電
信
曾
枇
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の
電
信
線
に
連
結
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
国
際
通
信
へ
の
利
用
は
容
易
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
長
崎
上
海
聞
の
大
北
線
を
配
慮
し
て
、

こ
れ
よ
り
少
し
高
め
の
料
金
に
設
定
す
る
と
の
原
案
も
作
成
さ
れ
一
引
こ
の
交
渉
は
、
首
初
在
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
首
局
者
が
協
議
開
始
の
手
績

き
な
ど
に
閲
す
る
覚
書
を
作
成
し
た
が
、
結
局
、
大
東
電
信
舎
一
吐
代
表
ブ
ラ

1
ド
(
当
国
己

E
e
が
来
日
し
た
た
め
、
東
京
で
お
こ
な
わ
れ

(
必
)

る
こ
と
に
な
っ
た
。

日
本
政
府
は
、
大
北
電
信
舎
一
吐
に
封
し
、
小
笠
原
線
と
と
も
に
淡
水
|
川
石
山
線
を
清
以
外
の
各
地
に
護
着
す
る
通
信
に
も
供
す
る

計
書
一
を
提
案
し
た
。
こ
れ
は
、
従
来
米
国
に
封
す
る
通
信
停
迭
に
の
み
限
定
し
て
い
た
小
笠
原
線
を
ア
ジ
ア
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
大
洋
州
な
ど
の

ま
た
、

通
信
に
も
使
用
し
、
か
っ
そ
の
料
金
を
長
崎
上
海
聞
の
大
北
線
と
同
額
と
し
て
、
一
般
利
用
を
は
か
る

0

フ
ラ
ン
を
作
成
し
、
こ
の
案
に
淡
水

(
お
)

川
石
山
線
の
開
放
も
抱
き
合
わ
せ
る
と
い
う
思
惑
で
あ
っ
た
。
こ
の
提
案
ど
お
り
、
淡
水
川
石
山
線
で
も
、
「
本
邦
ト
外
園
ト
ノ
聞
ニ
護

着
ス
ル
通
信
」
を
取
扱
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
に
は
以
下
の
よ
う
な
篠
件
が
つ
い
て
い
た
。

翌
一
九
一
三
年
八
月
一
一
一
一
一
日
に
あ
ら
た
に
締
結
さ
れ
た
「
日
本
デ
ン
マ
ー
ク
協
定
」
の
、

い
わ
ゆ
る
合
併
計
算
約
定
の
第
三
僚
で
は
、
日
本
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政
府
の
敷
設
線
の
上
海
陸
揚
権
が
承
認
さ
れ
る
と
と
も
に
、
川
石
山
一
噛
州
聞
に
陸
線
一
僚
を
架
設
し
て
、
こ
れ
を
淡
水
川
石
山
海
底
電
線

に
接
績
す
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
川
石
山
で
大
東
電
信
曾
祉
に
委
託
し
て
い
た
事
務
を
と
り
や
め
、
あ
ら
た
に
幅
州
ま
で
敷

設
さ
れ
る
陸
線
を
通
じ
て
、
一
噛
州
の
日
本
郵
便
局
で
電
報
を
取
扱
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
音
山
味
し
、
電
信
の
守
秘
性
は
強
化

さ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
も
、
以
下
の
よ
う
な
係
件
が
附
奥
さ
れ
て
お
り
、
欧
文
電
報
は
日
中
聞
の
官
報
の
み
取
扱
い
が
許
さ

れ
る
と
い
う
制
限
が
加
え
ら
れ
た
た
め
、
決
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
な
利
用
に
は
結
び
つ
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

上
海
及
一
帽
州
線
ト
ノ
前
記
連
絡
線
ハ
日
本
電
信
系
ト
上
海
及
一
帽
州
ト
ノ
間
ニ
夫
々
護
著
ス
ル
左
ノ
通
信
即
日
本
文
字
ノ
電
報
並
日
本
及
支

那
官
報
ニ
封
シ
テ
ノ
ミ
之
ヲ
使
用
ス
ヘ
キ
コ
ト
及
右
ノ
護
著
通
信
ニ
限
リ
前
記
二
箇
所
一
一
設
置
セ
ラ
ル
ヘ
キ
日
本
局
ニ
於
テ
之
ヲ
取
扱
フ

ヘ
キ
コ
ト

(
叫
)

さ
ら
に
、
拙
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
こ
の
協
定
の
第
一
候
で
定
め
た
合
併
計
算
方
式
に
よ
り
、
「
一
方
ニ
於
テ
日
本
電
信
系
ノ
直
轄



ス
ル
地
ト
他
方
ニ
於
テ
支
那
電
信
系
ノ
直
轄
ス
ル
地
(
香
港
ヲ
除
ク
)
ト
ノ
間
二
議
着
ス
ル
電
報
ヨ
リ
生
ス
ル
本
約
定
首
事
者
ノ
線
牧
入
ハ
外

部
支
挽
金
ヲ
控
除
シ
合
併
計
算
ニ
之
ヲ
挽
込
ム
ヘ
シ
」
こ
と
が
雨
園
聞
で
承
認
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
結
局
こ
の
協
定
が
満
期
と
な
る
一
九
一
一
一

O
年
末
ま
で
、

日
中
聞
の
通
信
(
淡
水
川
石
山
線
を
含
む
)
に
よ
っ
て
日
本
が
得
た
利
盆
の
う
ち
、
六
回
・
六
%
は
自
動
的
に
大
北
の
牧
盆
と

し
て
認
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

一
八
八
二
年
の
克
許
拭
に
お
け
る
大
北
の
陸
揚
権
は
一
九

O
二
年
に
更
新
さ
れ
、
大
北
、

大
東
雨
電
信
舎
一
紅
と
も
、
そ
れ
ら
が
保
持
す
る
通
信
特
許
権
は
、
そ
の
後
も
日
中
雨
国
政
府
の
通
信
自
主
権
獲
得
に
頚
木
と
な
り
績
け
た
の
で

(
桁
)

あ
っ
た
。

日
本
政
府
に
よ
る
本
土
|
霊
湾
問
海
底
電
線
の
敷
設
過
程

/戸、¥

一
¥ノ

鹿
児
島
那
覇
線
、
那
覇
基
隆
線
の
敷
設

日
本
政
府
は
、
蓋
湾
の
植
民
地
統
治
を
強
化
し
、
蓋
湾
を
介
し
た
中
国
大
陸
と
の
通
信
を
確
保
す
る
た
め
に
、
本
土
と
蓋
湾
を
連
結
す
る
海

底
電
信
線
の
敷
設
に
積
極
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
業
が
固
滑
に
進
ん
だ
の
は
、
古
室
湾
が
日
本
の
領
土
に
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
牽
湾
と
の
聞

の
海
域
に
海
底
電
線
を
設
置
し
て
も
、
そ
れ
は
日
本
領
土
内
の
問
題
と
さ
れ
た
こ
と
が
決
定
的
要
因
だ
っ
た
。
日
本
政
府
と
し
て
は
、
大
束
、

大
北
雨
電
信
舎
一
紅
の
特
許
権
に
抵
欄
す
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
貼
は
、
日
本
本
土
と
蓋
湾
を
結
ぶ
海
底
電
線
の
敷
設
に
と

っ
て
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
回
目
頭
に
あ
げ
た
、

一
八
九
五
(
明
治
二
八
)
年
五
月
の
蓋
湾
総
督
樺
山
資
紀
か
ら
内
閣
総
理
大
臣
伊
藤
博
丈
宛
の
嘉
文
は
、

じ
つ
は

次
の
出
だ
し
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
。

清
園
政
府
ト
平
和
候
約
締
結
ノ
結
果
愈
蓋
湾
島
ヲ
永
久
我
カ
領
土
ト
定
メ
ラ
ル
ヘ
キ
ニ
附
テ
ハ
之
レ
カ
交
通
ノ
機
関
タ
ル
海
底
電
線
ヲ
内
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地
ト
該
島
ト
ノ
間
ニ
連
絡
敷
設
ス
ル
ハ
軍
圃
ノ
機
務
上
一
日
モ
遷
延
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
最
緊
急
ノ
要
務
ト
確
信
致
候
:
:
:
就
一
ア
ハ
此
際
軍
国
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緊
急
ノ
事
件
ト
シ
テ
軍
事
費
ヲ
以
テ
鹿
児
島
牒
下
大
隅
園
ヨ
リ
種
子
島
大
島
諸
島
及
沖
縄
牒
下
琉
球
八
重
山
等
ヲ
経
テ
蓋
湾
島
へ
海
底
電

線
一
一
保
ヲ
敷
設
シ
同
時
ニ
其
沈
敷
ニ
必
要
ナ
ル
海
底
電
線
敷
設
船
一
隻
新
造
候
様
致
度
且
内
地
蓋
湾
問
ノ
航
路
ニ
ハ
従
来
燈
標
ノ
設
備
ナ

ク
軍
艦
運
迭
船
其
他
一
般
商
船
ノ
航
路
上
ノ
危
険
砂
カ
ラ
ス
(
略
)

樺
山
は
、
海
底
電
線
敷
設
費
用
と
し
て
六
六
二
寓
固
絵
、
航
路
燈
標
建
設
費
と
し
て
四
三
高
固
弱
の
経
費
が
か
か
る
概
算
書
も
嘉
文
に
あ
わ

せ
て
提
出
し
た
。
こ
の
嘉
文
を
受
け
取
っ
た
伊
藤
は
、

五
月
一
一
一
日
、
す
ぐ
さ
ま
大
抜
大
臣
松
方
正
義
(
一
八
三
五
一
九
二
四
)
、
遁
信
大
臣

渡
遺
固
武
に
照
合
し
た
と
こ
ろ
、
二
日
後
、
両
大
臣
か
ら
、
「
右
ハ
通
信
航
海
上
頗
ル
必
要
ノ
設
備
ニ
シ
テ
且
ツ
要
急
不
得
己
次
第
二
附
総
督

裏
申
ノ
通
臨
時
軍
事
費
ヨ
リ
支
出
ノ
外
無
之
ト
存
候
」
と
の
回
答
が
寄
せ
ら
れ
た
。
こ
の
珠
算
措
置
は
、

(
判
)

即
日
天
皇
の
裁
可
が
下
さ
れ
て
貰
施
に
移
さ
れ
た
。

一
七
日
の
大
戴
省
閣
議
で
決
定
さ
れ
、

樺
山
は
、
政
府
の
承
認
が
得
ら
れ
る
と
、
こ
れ
ら
の
建
設
事
業
の
た
め
に
、
陸
軍
省
の
所
属
下
に
臨
時
蓋
湾
電
信
建
設
部
と
臨
時
墓
湾
燈
標

建
設
部
を
設
置
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
長
に
見
玉
源
太
郎
(
一
八
五
二
一
九
O
六
)
を
粂
任
さ
せ
た
。
こ
れ
ら
の
建
設
事
業
費
は
膨
大
な
珠
算
が
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必
要
だ
っ
た
の
で
、
最
初
は
大
本
替
が
捨
吉
し
て
い
た
が
、
大
本
管
は
日
清
戦
争
の
終
結
に
よ
り
解
散
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
陸

軍
省
内
に
雨
部
を
置
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
賓
際
の
電
信
お
よ
び
燈
標
の
業
務
は
逓
信
省
が
捨
首
し
た
た
め
、
こ
れ
ら
の
事
業
が
完
成
し
た
後

の
所
轄
官
躍
は
陸
軍
省
か
ら
遁
信
省
に
移
さ
れ
た
。

臨
時
蓋
湾
電
信
建
設
部
長
な
ど
に
就
任
し
た
見
玉
源
太
郎
は
、
ま
ず
海
底
電
線
敷
設
用
船
の
製
造
お
よ
び
回
航
な
ど
に
閲
し
て
、
外
務
省
を

通
じ
て
在
ロ
ン
ド
ン
公
使
加
藤
高
明
(
一
八
六
O

会
九
二
六
)
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
ブ
ニ
ツ
ツ
枇

F
D
E
E
待

。

D
E
s
-
へ
の
斡
旋
を
依
頼

(
灯
)

し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。
そ
の
頃
ち
ょ
う
ど
大
東
電
信
曾
祉
の
代
表
が
訪
日
し
て
お
り
、
遁
信
省
は
外
務
省
の
在
外
公
館
の
手
を
借
り
ず
に
、

直
接
殻
注
し
、
同
枇
の
レ
ン
フ
リ
ュ

l
造
船
所
が
ケ
ー
ブ
ル
船
を
建
造
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
一
粒
は
、

一
八
九
六
(
明
治
二
九
)
年
四
月
、

建
造
費
五
三
高
絵
固
で
二
二
七
八
飴
ト
ン
の
ケ
ー
ブ
ル
船
を
完
成
さ
せ
た
。
こ
の
船
は
沖
縄
丸
と
名
づ
け
ら
れ
、
そ
の
後
朝
鮮
海
峡
や
溺
海
湾

に
お
け
る
海
底
電
線
の
敷
設
に
活
躍
す
る
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
海
底
電
線
は
、
三
井
物
産
と
大
倉
組
が
契
約
曾
祉
と
な
っ
て
、
沖
縄
丸
の
建



浩
一
費
の
三
倍
の
値
段
で
、
中
間
線
、
深
海
線
計
一
六
四
人
海
里
分
を
購
入
し
た
。
沖
縄
丸
は
、
こ
の
海
底
電
線
を
積
み
込
み
、
五
月
四
日
に
ロ

日
本
郵
船
舎
枇
に
援
助
を
依
頼
し
、
逓
信
省
の
一
等
機
関
主
三
野
嘉
次
郎
が
機
関
長
に
選

ば
れ
た
。
ロ
ン
ド
ン
で
臨
時
に
雇
い
入
れ
た
イ
ギ
リ
ス
人
船
長
以
外
は
、
す
べ
て
日
本
人
で
回
航
さ
れ
た
が
、
軍
艦
以
外
で
は
、
こ
の
航
海
が

ン
ド
ン
を
出
帆
し
た
。
同
船
の
日
本
へ
の
回
航
は
、

日
本
人
だ
け
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
最
初
の
遠
洋
航
海
だ
っ
た
。

日
本
本
土
蓋
湾
聞
の
海
底
電
線
の
敷
設
工
事
は
、
最
初
は
イ
ギ
リ
ス
人
に
依
頼
す
る
預
定
だ
っ
た
が
、

二
八
日
に
建
設
部
技
師
に
就
任
し
た
遁
信
技
師
浅
野
麿
輔
(
一
八
五
九
一
九
四
O
)
が
児
玉
を
説
得
し
、
工
事
は
日
本
人
だ
け
で
賓
施
す
る
こ

一
八
九
五
(
明
治
二
八
)
年
六
月

日
本
の
電
気
工
撃
の
基
礎
を
築
い
た
お
雇
い
外
国
人
エ
ア
ト
ン
(
当
日
刊
〉
ヨ
ロ
ロ
)
の
弟
子
で
、
の
ち
工
部
大
撃
校
教

員
、
逓
信
省
電
気
試
験
所
初
代
所
長
な
ど
を
暦
一
任
し
た
日
本
の
電
信
事
業
の
草
分
け
的
人
物
で
あ
っ
た
。
沖
縄
丸
が
日
本
に
到
着
す
る
前
に
、

と
に
な
っ
た
。
浅
野
は
、

浅
野
は
建
設
部
よ
り
九
州
蓋
湾
問
海
底
電
信
線
路
測
量
、
海
底
線
陸
揚
地
お
よ
び
通
信
所
な
ど
の
調
査
主
任
と
し
て
、

一
八
九
五
年
七
月
一
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日
か
ら
調
査
を
開
始
し
た
。
軍
事
に
閲
す
る
も
の
は
大
本
管
祇
遣
の
将
校
と
協
議
し
、
行
政
や
商
業
に
閲
す
る
も
の
は
各
地
方
自
治
瞳
か
ら
聞

き
取
る
と
い
う
や
り
方
を
進
め
、
海
底
線
は
大
隅
園
大
漬
か
ら
基
隆
に
至
る
七
九
五
海
里
の
本
線
と
、
三
線
路
一
七
四
海
里
の
支
線
、
九
三
里

の
陸
線
を
敷
設
す
る
必
要
が
あ
り
、
大
漬
ほ
か
一
五
箇
所
に
通
信
所
を
設
置
す
る
こ
と
を
調
査
結
果
と
し
た
。

上
述
し
た
沖
縄
丸
は

ロ
ン
ド
ン
か
ら
五
五
日
か
け
て
、

一
八
九
六
年
六
月
二
七
日
に
長
崎
に
到
着
し
た
。
海
底
線
の
敷
設
や
引
揚
の
た
め

の
機
器
や
そ
の
据
附
部
分
の
修
繕
、
補
強
工
事
な
ど
に
時
聞
を
要
し
、
七
月
二
二
日
に
な
っ
て
よ
う
や
く
工
事
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

(一

O
六
頁
の
園
参
照
)
。
第
一
面
一
聞
の
大
隅
|
大
島
西
古
見
聞
二
三
人
海
里
の
敷
設
工
事
は
七
月
二
二
日
か
ら
二
六
日
ま
で
、
第
二
匡
聞
の
大

島
沖
縄
問
一
七
二
海
里
の
敷
設
な
ら
び
に
二
支
線
の
敷
設
工
事
は
八
月
九
日
か
ら
九
月
一
一
一
日
ま
で
お
こ
な
わ
れ
た
。
そ
の
頃
、
ち
ょ
う
ど
西

南
海
域
が
牽
風
シ
ー
ズ
ン
に
入
っ
た
時
期
で
、
暴
風
雨
や
高
波
に
さ
ら
さ
れ
、
ま
た
機
械
の
故
障
や
、
離
島
に
お
け
る
風
土
病
な
ど
に
悩
ま
さ

れ
て
、
工
事
は
難
航
し
た
。

?
づ
く
第
三
匝
聞
の
八
重
山
基
隆
聞
の
工
事
で
も
、
暴
風
雨
や
高
波
に
襲
わ
れ
た
。
浅
野
技
師
は
、
こ
の
と
き

(
羽
)

の
苦
難
の
様
子
を
「
海
底
電
信
線
敷
設
工
事
報
告
」
と
題
し
て
、
『
官
報
』
第
四
二
ハ
一
競
に
掲
載
し
て
い
る
。
劇
的
な
シ

l
ン
な
の
で
、
や
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や
長
い
が
引
用
し
て
お
き
た
い
。

同
日
(
二
四
日
)

ハ
前
夜
来
風
波
荒
ク
天
候
悪
シ
キ
ヲ
以
テ
出
帆
ヲ
見
合
セ
:
:
:
翌
二
八
日
午
前
一

一
時
三

O
分
八
重
山
、
石
垣
、
四
ケ

村
ニ
到
着
直
ニ
八
重
山
方
面
ニ
於
ケ
ル
浅
海
線
及
中
間
線
ノ
敷
設
ヲ
矯
シ
之
一
一
浮
標
ヲ
附
シ
置
キ
夫
レ
ヨ
リ
轄
シ
テ
基
隆
ニ
到
リ
更
一
一
基

隆
ヨ
リ
八
重
山
へ
向
ケ
浅
海
線
中
間
線
並
ニ
深
海
線
ヲ
順
次
布
設
シ
而
シ
テ
右
浮
標
置
ノ
所
ニ
到
リ
該
雨
線
ヲ
接
績
シ
以
テ
基
隆
、

八
重

山
間
全
線
ノ
布
設
工
事
ヲ
竣
成
セ
シ
ム
ル
預
定
ナ
リ
シ
ト
難
モ
朝
来
風
雨
交
々
起
リ
海
上
不
穏
ノ
庭
ア
ル
ニ
依
リ
:
:
:
翌
二
九
日
午
前
回

時
基
隆
へ
向
ケ
出
帆
同
日
午
後
六
時
同
地
ニ
到
着
せ
リ
:
:
:
天
候
未
タ
定
ラ
ス
怒
語
向
ホ
高
ク
陸
揚
工
事
ニ
着
手
ス
ル
能
ハ
ス
:
:
:
翌
一
一
一

日
午
前
五
時
ヨ
リ
線
候
陸
揚
ニ
着
手
同
一
一
時
之
カ
工
事
ヲ
了
正
午
二
一
時
ヲ
以
テ
八
重
山
石
垣
島
ニ
向
ケ
進
行
布
設
ヲ
矯
セ
リ
・
:
・
:
六

日
午
前
三
時
、
「
タ
ン
ク
」

ヨ
リ
線
候
ヲ
操
出
シ
其
ノ
一
端
ヲ
陸
揚
地
ニ
引
入
レ
夫
れ
ヨ
リ
前
設
置
ノ
浮
標
ニ
向
ケ
進
行
布
設
ヲ
矯
シ
午

後
二
時
二
一
分
ニ
至
リ
基
隆
ヨ
リ
布
設
シ
来
レ
ル
線
候
ヲ
引
揚
ゲ
同
七
時
ヲ
以
テ
基
隆
線
ト
八
重
山
線
ト
ノ
接
績
ヲ
矯
シ
忍
ニ
全
ク
八
重

三
五
海
里
八
六
、
深
海
線
一
二

O
海
里
八
八
ニ
シ
テ
合
計
一
六
三
海
里
三
七
ナ
リ
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山
、
基
隆
聞
ノ
布
設
工
事
ヲ
終
了
ス
:
:
:
此
聞
ニ
布
設
セ
ル
線
候
ノ
長
ハ
別
紙
略
国
(
省
略
ス
)
ノ
如
ク
浅
海
線
六
海
里
六
三
、
中
間
線

そ
し
て
、
最
後
の
沖
縄
八
重
山
聞
の
第
四
百
聞
の
工
事
は
、
五
月
一
一
日
か
ら
二
九
日
ま
で
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
の
と
き
も
、
天
候
の
悪

化
に
見
舞
わ
れ
た
が
、
『
官
報
』
第
四
一
八
一
競
に
載
せ
ら
れ
た
報
告
書
で
は
「
(
二
四
円
午
後
)
四
時
沖
縄
線
ト
八
重
山
線
ト
ノ
接
績
ヲ
矯
シ

沖
縄
、
八
重
山
間
(
二
九
五
海
里
七
)
ノ
布
設
工
事
ヲ
終
リ
京
ニ
至
リ
テ
大
隅
、
古
室
湾
問
ニ
於
ケ
ル
幹
線
工
事
ノ
完
成
ヲ
告
ケ
リ
」
と
記
録
さ

(
同
)

れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
本
線
八
六
九
・
五
海
里
の
工
事
の
ほ
か
、
石
垣
島
|
西
表
島
、
大
島
|
沖
永
良
部
島
な
ど
の
支
線
一
七
三
海
里
も
敷
設
し
、

去
、
ム
ノ
に

軍
の
特
命
に
よ
り
遁
信
省
の
梶
浦
重
戴
(
一
八
六
五
一
九

一
)
が
主
任
と
な
っ
て
封
湖
島
魚
翁
島
聞
な
ど
に
海
底
電
線
を
敷
設
し
た
。
梶

の
ち
川
崎
小
笠
原
父
島
聞
の
海
底
電
線
の
敷
設
も
捨
首
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
、

(
日
)

事
が
完
了
し
た
が
、
ほ
ほ
一
年
を
要
す
る
大
工
事
と
な
っ
た
。
日
本
政
府
は
、
工
事
務
算
三
三
一
再
三

O
O飴
固
に
封
し
て
、
(
貫
際
の
支
出
額

甫
土
、

一
八
九
七
年
七
月
一
五
日
に
す
べ
て
の
工



は
三
二
二
高
六
九

O
O
固
と
な
っ
た
が
、
珠
算
範
圏
内
で
お
さ
ま
っ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
こ
の
初
め
て
の
長
距
離
海
底
電
線
の
敷
設
と
い
う

偉
業
を
成
し
遂
げ
た
こ
と
を
誇
り
と
し
た
。
な
お
、
こ
う
し
て
敷
設
さ
れ
た
海
底
線
の
う
ち
、
鹿
兄
島
那
覇
線
は
遁
信
大
臣
の
管
轄
、
那
覇

基
隆
線
は
遁
信
大
臣
お
よ
び
蓋
湾
総
督
の
管
轄
と
さ
れ
、
沖
縄
本
島
が
通
信
行
政
の
分
割
地
賠
に
あ
る
こ
と
を
取
り
決
め
た
。

こ
う
し
て
、
同
年
七
月
二
六
日
か
ら
鹿
児
島
那
覇
線
、
那
覇
基
隆
線
に
よ
る
電
報
の
取
扱
い
が
開
始
さ
れ
た
。
首
初
、
こ
の
海
底
線
は
、

陸
軍
省
臨
時
蓋
湾
電
信
建
設
部
の
管
理
下
の
軍
用
線
と
し
て
取
扱
わ
れ
た
が
、
「
救
令
第
二
八
七
競
」
(
明
治
三

O
年
八
月
二
七
日
)
に
よ
っ
て
八

月
三
一
日
を
期
し
て
普
通
電
信
線
に
指
定
さ
れ
、
九
月
一
日
の
「
逓
信
省
告
示
第
二
一
三
競
」
に
よ
り
至
急
私
報
の
み
取
り
扱
い
が
開
始
さ
れ

た
。
通
常
私
報
は
、
五
年
後
の
一
九

O
二
(
明
治
三
五
)
年
の
「
遁
信
省
令
第
四
五
競
」
に
よ
っ
て
、
翌

O
三
年
一
月
一
日
か
ら
特
別
料
金
、

(
立
)

す
な
わ
ち
通
常
料
金
の
二
倍
と
い
う
料
金
で
取
扱
い
が
始
ま
っ
た
。
こ
れ
は
、
本
土
の
料
金
の
二
倍
の
利
用
料
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
宣
室
湾
側

の
不
満
の
種
と
し
て
残
っ
た
。

さ
て
、
臨
時
蓋
湾
電
信
建
設
部
は
首
初
の
役
目
を
終
え
て
、

(
日
)

一
八
九
七
(
明
治
三
O
)
年
九
月
三

O
日
を
も
っ
て
麿
止
さ
れ
た
。
そ
の
日
、
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沖
縄
丸
も
遁
信
省
移
管
と
な
り
、
児
玉
源
太
郎
は
部
長
業
務
の
最
後
と
し
て
、
陸
軍
大
臣
高
島
朝
之
助
竺
八
四
四
一
九
一
六
)
宛
に
「
電
信

燈
標
工
事
、
梗
概
」
と
題
し
た
報
告
書
を
提
出
し
た
。

夫
レ
海
底
電
信
沈
設
ノ
工
事
タ
ル
従
来
逓
信
省
ニ
於
テ
施
行
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
キ
ニ
ア
ラ
ザ
ル
モ
車
一
二
小
工
事
一
一
止
マ
リ
テ
其
ノ
距
離
ノ

長
キ
者
モ
僅
カ
ニ
五

O
海
里
ヲ
出
ル
コ
ト
ナ
ク
今
回
ノ
如
キ
長
且
ツ
大
ナ
ル
工
事
一
一
至
リ
テ
ハ
我
邦
ノ
未
ダ
曾
テ
経
験
セ
ザ
リ
シ
所
ナ
リ

シ
ガ
故
ニ
欧
米
ノ
工
向
学
者
ハ
皆
之
ヲ
許
シ
テ
堪
能
ナ
ル
外
人
ノ
参
加
指
導
ス
ル
ニ
ア
ラ
サ
レ
パ
決
シ
テ
成
功
ヲ
期
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ト
シ

本
邦
人
ガ
濁
力
之
ニ
首
タ
ラ
ン
ト
ス
ル
ヲ
見
テ
縞
カ
ニ
失
墜
ノ
念
ヲ
抱
カ
ザ
ル
ハ
ナ
カ
リ
シ
ナ
リ

然
ル
ヲ
本
部
ノ
職
員
等
ハ
此
急
迫
ナ

ル
時
期
ニ
方
リ
テ
此
至
難
ナ
ル
責
務
ヲ
捨
ヒ
彼
ノ
黒
潮
ノ
鈴
勢
未
タ
強
大
ニ
シ
テ
風
惇
亦
最
モ
劇
迅
ナ
ル
薩
摩
琉
球
ノ
洋
中
ニ
漂
ピ
或
ハ

出
或
ハ
浸
セ
ル
岩
礁
ノ
間
ヲ
来
往
シ
飛
騰
セ
ル
激
浪
ノ
下
ヲ
漕
縫
シ
経
験
ニ
富
マ
サ
ル
技
伺
ヲ
以
テ
短
日
月
ノ
聞
ニ
逐
ニ
能
ク
完
全
ナ
ル
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成
功
ヲ
奉
ク
ル
ニ
至
リ
シ
ハ
本
邦
工
撃
ノ
進
歩
著
シ
キ
ヲ
加
ヘ
シ
結
果
ナ
リ
ト
難
モ
抑
モ
亦
職
員
等
ノ
一
致
協
力
善
ク
国
家
ノ
矯
ニ
心
力
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ヲ
事
業
ニ
委
ネ
シ
ニ
由
ラ
ス
シ
テ
ハ
ア
ラ
ス

児
玉
は
遁
信
省
の
日
本
人
技
術
者
と
職
員
だ
け
で
、

日
本
初
の
大
工
事
が
成
功
す
る
か
不
安
を
抱
え
て
い
た
だ
け
に
、
敷
設
工
事
が
成
功
裏

に
終
わ
っ
た
こ
と
に
安
堵
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
従
事
し
た
者
た
ち
を
絶
賛
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
鹿
児
島
那
覇
線
、
那
覇
基
隆
線
が
敷
設
さ
れ
る
と
、
こ
れ
が
日
本
本
土
と
蓋
湾
の
聞
を
結
ぶ
中
纏
電
信
線
と
な
っ
た
が
、
む

ろ
ん
不
安
材
料
も
多
か
っ
た
。
賓
際
、

日
本
本
土
|
蓋
湾
問
護
着
電
報
は
、
そ
の
利
用
開
始
以
降
、
課
り
の
な
い
も
の
は
な
い
と
の
非
難
を
受

一
八
九
八
(
明
治
三
一
)
年
二
一
月
、
「
内
地
蓋
湾
開
設
着
電
報
特
別
検
査
手
績
法
」
(
「
訓
令
第
三
二
八
競
」
)
を
制
定
し
て
電
報
内

け
て
お
り
、

容
に
誤
り
が
な
い
か
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
手
績
き
が
煩
蹟
で
時
聞
が
か
か
り
す
ぎ
た
た
め
、
六
年
後
の
一
九

O
四
年
六
月
一
五

(
日
)

日
に
は
廃
止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
さ
ら
に
、
問
題
覗
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
海
底
電
線
に
頻
繁
に
お
こ
る
通
信
障
害
だ
っ
た
。
た
と
え
ば
、

九

四
日
ま
で
か
か
っ
た
が
、

O
七
年
八
月
か
ら

O
九
年
四
月
ま
で
の
二
一
ヵ
月
の
聞
に
も
一
一
一
回
も
障
害
が
起
こ
っ
た
。
電
信
線
の
修
理
期
聞
は
、
だ
い
た
い
一
一
日
か
ら
二

い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
通
信
線
の
不
通
期
間
中
、
蓋
湾
の
事
業
は
官
民
と
も
多
く
の
不
便
を
蒙
っ
た
。
そ
う
し
た
朕

況
を
改
善
す
る
た
め
に
、
陸
揚
地
の
饗
更
が
計
量
さ
れ
、
岩
石
が
多
く
て
擢
障
が
頻
設
し
て
い
た
基
隆
附
近
か
ら
、

一
九
一

O
(明
治
四
三
)

126 

年
六
月
二
四
日
に
淡
水
に
移
さ
れ
、
名
稿
も
那
覇
淡
水
線
に
改
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
も
淡
水
で
は
経
菅
上
不
便
で
あ
る
と
問
題
嗣

(
貯
)

一
九
一
八
(
大
正
七
)
年
に
海
底
線
の
端
局
を
淡
水
局
か
ら
牽
北
局
に
延
長
し
て
那
覇
牽
北
線
に
嬰
更
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
れ
、

一
九
一
五
年
一

O
月
か
ら
現
波
通
信

(ptr

叶己。

mgzr印
百
ロ
)
に
繁
更
し
た
。
現
波
通
信
は
、
現
波
機
と
い
う
一
種
の
ベ
ン
書
き
オ
シ
ロ
グ
ラ
フ
に
描
か
れ
た
受
信
波
形
を
み
て
、
現

日
本
で
は
こ
の
海
底
電
線
で
初
め
て
用
い
ら
れ
た
技
術
だ
っ
た
。
こ
の
技
術
を
導
入
し
た
松

ま
た
、
通
信
の
課
り
を
減
ら
す
た
め
に
、
従
来
モ
ー
ル
ス
信
競
で
通
信
し
て
い
た
も
の
を
、

波
符
競

(grzg(目
。
)
を
判
別
す
る
方
法
で
、

代
松
之
助
(
一
八
六
六
一
九
四
八
)
は
、
遁
信
省
電
気
試
験
所
で
浅
野
麿
輔
の
部
下
だ
っ
た
人
物
で
、

一
八
九
七
(
明
治
三
O
)
年
に
日
本
で

初
め
て
国
産
無
線
電
信
機
を
開
護
し
た
人
物
で
あ
る
。
松
代
は
、

日
本
本
土
墓
湾
聞
に
海
底
電
線
が
敷
設
さ
れ
た
後
、
こ
の
線
の
機
械
設
備

(
出
)

の
捨
嘗
に
就
任
す
る
と
と
も
に
、
同
線
の
通
信
、
機
械
取
扱
い
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
、
通
信
の
現
場
で
は
、
現
波
通
信
の
波
形



内室開の 1日平均取扱逼敷

年度 通教

1898明治31 539 

1908明治41 1，076 

1910明治43 1，475 

1912大正元 2，222 

1913大正 2 2，440 

1914大正 3 2，267 

1915大正 4 2，491 

1916大正 5 2，887 

1917大正 6 3，701 

1918大正 7 3，726 

1919大正 8 4，240 

1920大正 9 4，572 

1921大正10 4，180 

1922大正11 3司 909

1923大正12 4，102 

1924大正13 4，672 

1925大正14 4，767 

1926昭和元 5，051 

1927昭和 2 5，245 

〔出典] r塞湾I::JI::J新報J1927年
6月3日

表 1

を
誼
み
取
る
技
術
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
。

こ
、
つ
し
て
、

一
八
九
七
年
七
月
に
は
、
日
本
本
土
と

墓
湾
を
結
ぶ
鹿
児
島
那
覇
線
、
那
覇
基
隆
線
が
敷

設
さ
れ
、
さ
ら
に
二
年
後
の
一
八
九
九
年
一
一
月
に
蓋

湾
と
大
陸
を
結
ぶ
淡
水
川
石
山
線
が
開
通
し
た
が
、

砂
糖
、
茶
、
樟
脳
の
製
造
を
は
じ
め
と
す
る
墓
樗
の
産

業
界
は
、
本
土
と
の
海
底
電
線
が
一
候
だ
け
で
は
通
信

報
取
扱
い
通
数
は
五
三
九
通
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、

設
は
な
お
急
務
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
。
表
ー
の
よ
う
に
、
日
本
本
土
と
蓋
湾
と
の
聞
に
海
底
線
が
敷
設
さ
れ
た
翌
年
の
一
八
九
八
年
の
電

を
庭
理
で
き
ず
、

日
本
本
土
|
蓋
湾
聞
の
海
底
線
の
増

、a

，
-
o

、ν
ル
j
h

一
九
二
七
年
に
は
そ
の
一

O
倍
の
利
用
に
増
え
、
電
報
利
用
の
需
要
は
急
速
に
高
ま
っ
て
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f、、

一、、ノ

長
崎
淡
水
一
番
線
の
敷
設

一
九

O
九
(
明
治
四
二
)
年
、
鹿
児
島
那
覇
淡
水
線
は
再
び
二
回
不
通
と
な
っ
た
が
、

一
O
月
三
一
日
以
降
も
通
信
が
滞
っ
て
し
ま
っ

れ
た
。
見
込
ま
れ
た
経
費
は
海
底
電
線
八

O
O海
里
分
の
値
段
一

た
。
墓
湾
総
督
府
で
は
、
こ
う
し
た
度
重
な
る
通
信
障
害
に
閉
口
し
て
、
あ
ら
た
に
長
崎
|
淡
水
聞
を
結
ぶ
直
通
海
底
電
線
の
計
書
一
が
作
成
さ

一
四
寓
四

0
0
0固
に
、
海
底
線
敷
設
費
二
寓
四
七

O
O
固
な
ど
を
加
え
た

計
一
二
二
高
六
六
七

O
固
で
あ
り
、
本
土
、
基
調
円
聾
方
で
負
捨
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
遁
信
省
も
、
古
室
湾
総
督
府
の
こ
の

0

フ
ラ
ン
に
賛
同
し
、

(
的
)

一
九
一

0
年
度
諜
算
に
計
上
し
て
政
府
に
提
出
し
た
が
、
そ
の
と
き
の
閣
議
で
は
財
政
上
の
理
由
か
ら
、
こ
れ
を
承
認
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
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と
こ
ろ
が
、
閣
議
で
の
不
承
認
と
い
う
知
ら
せ
に
、
牽
湾
で
は
官
民
と
も
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
、
蓋
湾
全
島
の
新
聞
は
そ
ろ
っ
て
新
線
の
増
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設
は
焦
眉
の
急
で
あ
る
と
書
き
た
て
島
内
輿
論
を
喚
起
し
た
。

一
九

O
九
年
一
一
月
一
四
日
附
『
蓋
湾
日
日
新
報
』
に
は
、
「
海
電
問
題
の
復

活
」
と
題
し
た
以
下
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
、
「
海
電
複
設
は
刻
下
緊
急
の
大
問
題
に
し
て
一
日
も
遅
延
臨
時
す
べ
き
に
あ
ら
ず
一
日
遅

延
す
れ
ば
一
日
の
損
害
あ
り
其
の
結
果
官
府
は
公
務
を
妨
げ
賓
業
家
は
商
機
を
失
し
吾
憐
同
業
者
も
亦
重
要
な
る
報
道
を
快
く
の
不
幸
に
陪
い

る」
0蓋

北
商
工
舎
も
、
こ
う
し
た
輿
論
に
呼
麿
し
て
代
議
士
柵
瀬
軍
之
佐
(
一
八
六
九
一
九
一
一
一
一
一
)
の
原
案
に
よ
る
「
海
底
電
線
複
設
建
議
書
」

を
提
出
し
た
ほ
か
、

一
月
二

O
日
に
木
下
新
三
郎
を
委
員
長
と
し
て
海
底
電
線
複
設
期
成
同
盟
舎
な
る
抗
議
園
瞳
を
護
足
さ
せ
た
。
こ
の
同

盟
舎
の
趣
意
書
の
冒
頭
は
、
次
の
よ
う
な
激
し
い
調
子
で
始
ま
る
。

椴
シ
テ
全
島
ノ
人
士
ニ
告
ク
我
カ
蓋
湾
ハ
遠
ク
帝
園
ノ
南
方
ニ
懸
在
シ
内
地
ト
ノ
通
信
ハ
唯
タ
一
候
ノ
海
底
電
線
ニ
由
レ
リ
然
ル
ニ
領
土

経
笹
口
ノ
推
運
ト
島
内
商
工
業
ノ
振
興
ト
ハ
本
島
内
地
問
ノ
通
信
ヲ
激
増
シ
電
信
ノ
延
滞
遅
著
ハ
且
日
其
ノ
甚
シ
キ
ヲ
致
セ
リ
平
時
二
於
一
ア
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鼠
ニ
然
リ
若
シ
一
朝
島
内
ニ
事
ア
ラ
ン
カ
軍
事
上
及
政
治
上
ノ
通
信
ノ
ミ
ニ
テ
モ
向
其
ノ
用
ヲ
排
ス
ル
能
ハ
サ
ル
ハ
明
ナ
リ
況
ン
ヤ
商
工

業
上
ノ
通
信
ヲ
ヤ
(
略
)

こ
の
趣
意
書
に
は
、
「
我
レ
蓋
湾
ヲ
覗
ル
ノ
軽
キ
ヤ
」
、
「
是
レ
我
カ
蓋
湾
ノ
経
菅
ヲ
等
閑
ニ
附
シ
我
カ
蓋
湾
ノ
商
工
業
ヲ
無
↓
閥
、
ン
蓋
湾
ヲ
忘

却
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
何
ソ
ヤ
」
と
い
っ
た
激
烈
な
丈
言
が
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
日
本
政
府
に
封
し
て
海
底
電
線
の
増
設
を
強
く
迫

(ω) 

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
蓋
湾
官
民
の
熱
意
と
努
力
に
よ
っ
て
、
日
本
政
府
は
追
加
茂
算
と
い
う
形
を
と
り
、

一
九
一

O
年
二
月
の
第
二
六
回
帝
国
議
曾
に

お
い
て
、
長
崎
|
淡
水
線
敷
設
案
を
通
過
さ
せ
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
こ
の
と
き
、
工
事
に
見
込
ま
れ
た
の
は
、
海
底
線
七
八

O
里
分
の
代
金

一
O
六
高
五

0
0
0
固
を
含
む
計
一

一
四
寓
三
九

O
固
で
、
こ
の
う
ち
遁
信
省
が
負
捨
し
た
の
は
二
寓
五
三
九

O
固
に
す
ぎ
ず
、
残
り
は
す
べ

て
蓋
湾
総
督
府
が
負
捨
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

こ
、
つ
し
て
、

一
九
一

O
(明
治
四
三
)
年
九
月
、

よ
う
や
く
長
崎
茂
木
と
淡
水
沙
器
を
結
ぶ
直
通
海
底
電
線
が
着
工
さ
れ
た
。
鹿
兄
島
那



覇
ー
基
隆
線
が
、
石
垣
島
ほ
か
各
島
を
中
継
し
て
お
り
、
古
室
風
の
度
に
電
柱
が
轄
倒
す
る
な
ど
の
原
因
で
通
信
障
害
が
お
こ
っ
て
い
た
た
め
、

新
し
い
海
底
電
線
は
直
通
で
あ
る
べ
き
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
工
事
は
、
日
露
戦
争
の
と
き
軍
用
海
底
電
線
を
敷
設
し
た
経
験
を
も
っ
遮

信
技
師
浦
田
周
次
郎
(
一
八
七
O

会
九
一
九
)
が
捨
首
し
た
。
沖
縄
丸
に
は
、
浅
海
線
一

O
海
里
、
中
間
線
二
四

O
海
里
、
深
海
線
五
三

O
海

里
に
要
す
る
電
線
が
積
み
込
ま
れ
、
三
回
に
わ
た
っ
て
工
事
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
第
一
回
は
九
月
一
一
一
一
日
か
ら
一
五
日
ま
で
で
長
崎
の
陸
揚
工

事
か
ら
は
じ
め
、
第
二
回
は
一

O
月
六
日
か
ら
三
日
間
長
崎
か
ら
四

O
O
海
里
地
賠
ま
で
の
海
底
電
線
を
敷
設
し
、
そ
し
て
第
三
回
は
浮
標
軸

の
捜
索
に
手
間
ど
っ
た
り
、
暴
風
警
報
に
接
す
る
な
ど
し
た
も
の
の
、
淡
水
の
陸
揚
工
事
を
終
了
し
た
後
、
残
り
の
海
底
電
線
を
敷
設
し
、
雨

(
日
)

者
を
接
績
さ
せ
て
一

O
月
二
四
日
に
は
七
三
日
に
お
よ
ぶ
工
事
を
完
了
さ
せ
た
。
こ
れ
だ
け
の
工
事
を
、
わ
ず
か
二
ヵ
月
あ
ま
り
で
完
了
さ
せ

た
の
は
、
首
時
と
し
て
は
比
較
的
ス
ム
ー
ズ
に
進
ん
だ
と
許
債
で
き
る
。
の
ち
、
長
崎
|
淡
水
一
番
線
と
稽
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
の
ケ
l

ブ
ル
の
長
さ
は
六
八
七
海
里
に
も
及
ん
だ
。
工
事
完
了
の
翌
二
五
日
に
は
車
信
機
械
装
置
を
備
え
附
け
、
三

O
日
に
な
っ
て
遁
信
大
臣
と
蓋
湾

線
督
の
祝
電
が
交
換
さ
れ
て
、

い
よ
い
よ
一
般
通
信
の
取
扱
い
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、

一
一
月
七
日
に
は
、
前
出
の
松
代
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松
之
助
が
一
八
九
九
年
に
賓
用
化
し
た
二
重
通
信
法
に
よ
っ
て
讐
方
向
通
信
が
賓
現
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
最
初
の
長
崎
|
淡
水
線
が
敷
設
さ
れ
る
と
、
海
底
電
線
複
設
期
成
同
盟
舎
は
そ
の
役
割
を
終
え
、

(
位
)

解
散
の
決
議
丈
を
護
表
し
、
蓋
湾
総
督
、
長
官
、
通
信
局
長
へ
の
謝
穫
の
挨
拶
を
済
ま
せ
た
の
ち
解
散
し
た
。
『
蓋
湾
日
日
新
報
』
も
一
九
一

一
九
一

O
年
一
一
月
一
日
に

O
年
一
一
月
一
日
の
論
説
「
新
海
電
の
開
通
」
に
お
い
て
、
「
惑
に
長
崎
淡
水
聞
の
直
通
海
底
電
線
の
竣
功
を
見
る
を
得
た
り
、
五
口
憐
は
蓋
湾

通
信
界
の
矯
め
嘗
さ
に
大
白
を
翠
げ
て
覗
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
を
信
ず
」
と
の
喜
び
を
示
す
と
と
も
に
、
「
而
し
て
こ
の
複
線
開
通
と
同
時
に
更

に
通
信
の
便
を
聞
け
る
は
料
金
の
低
減
な
り
と
す
」
と
指
摘
し
、
普
通
郵
便
料
金
が
本
土
と
同
じ
な
の
に
、
電
報
料
金
が
二
倍
も
高
い
こ
と
を

解
決
す
べ
き
次
の
課
題
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
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一
九
一
二
年
以
降
の
取
扱
い
通
数
が
、
こ
の
海
底
電
線
が
敷
設
さ
れ
る
前
と
比
べ

て
倍
ほ
ど
伸
び
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
懸
案
で
あ
っ
た
電
報
料
金
引
き
下
げ
交
渉
も
進
み
一
九
二

O
(大
正
九
)
年
の
「
逓
信

と
も
あ
れ
、
電
報
の
利
用
は
、
さ
き
の
表
ー
の
よ
う
に
、
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省
令
第
三
八
競
」
で
は
、
官
報
基
本
料
に
つ
い
て
和
文
二
五
銭
、
欧
文
は
三

O
銭
、
私
報
の
和
丈
は
三
五
銭
、
欧
文
は
四
五
銭
に
再
度
引
き
下

げ
ら
れ
一
市
し
か
し
、
こ
の
料
金
で
も
、
日
本
本
土
よ
り
も
高
い
こ
と
に
封
し
て
、
章
一
湾
の
各
界
は
依
然
と
し
て
不
事
乞
抱
き
績
け
た
o

/♂"' 

一
'--/ 

長
崎
|
淡
水
二
番
線
の
敷
設

そ
の
後
も
、
日
本
本
土
と
墓
湾
を
結
ぶ
長
崎
|
淡
水
線
、
鹿
児
島
|
那
覇
|
基
隆
線
が
、
と
も
に
毎
年
数
回
通
信
障
害
が
お
こ
っ
た
た
め
、

一
九
一
一
一
年
に
は
、
通
信
の
固
滑
化
を
促
す
た
め
に
、
長
崎
と
那
覇
の
聞
に
も
海
底
電
線
を
敷
設
す
る
計
書
一
が
た
て
ら
れ
た
。
賓
際
、
長
崎

淡
水
線
の
利
用
が
活
設
に
な
り
、
古
室
湾
護
着
の
電
報
取
扱
数
が
一
九
二
二
年
に
な
る
と
一
日
二
四

O
O
通
を
越
え
、
賓
際
の
通
信
能
力
を
超
過

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
遁
信
省
は
、
そ
の
敷
設
費
を
六
八
寓
八
七

O
O固
と
計
上
し
、
日
本
政
府
に
財
政
要
求
し
た
が
、
閣
議
で
は
ま
た
も
財

政
上
の
理
由
か
ら
却
下
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
が
勃
護
し
、
日
本
が
ド
イ
ツ
と
園
交
を
断
絶
す
る
と
、
戟
時
に
お
け
る
通
信
を
確
保
す
る
こ
と
が
園
策
上
重
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要
課
題
、
だ
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
拙
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
懸
案
と
な
っ
て
い
た
長
崎
上
海
聞
の
日
本
の
帝
国
線
も
、
大

戦
勃
護
直
後
の
一
九
一
四
年
一

O
月
に
敷
設
工
事
を
始
め
た
が
、
大
北
電
信
合
同
枇
の
特
許
権
に
抵
摘
し
な
い
こ
と
を
配
慮
し
て
、
翌
年
一
月
か

(
似
)

ら
和
丈
電
報
に
よ
る
通
信
の
み
だ
っ
た
が
取
り
扱
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
翌
一
五
年
五
月
に
開
催
さ
れ
た
第
三
六
回
帝
国
議
舎
で
は
、

長
崎
淡
水
二
番
線
の
敷
設
に
つ
い
て
承
認
さ
れ
た
も
の
の
、
戦
争
の
影
響
で
原
材
料
の
入
手
が
困
難
と
な
り
、
預
定
し
て
い
た
一
九
一
六
年

度
内
の
工
事
は
延
期
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、

一
九
一
六
年
一

O
月
に
長
崎
|
淡
水
一
番
線
が
ま
た
も
通
信
不
良
と
な
り
、
く
わ
え
て
翌
一
七
年
一
月
に
は
鹿
児
島
|
那
覇
|

淡
水
線
も
通
信
不
能
と
な
っ
た
。
大
戦
下
に
お
い
て
、
日
本
本
土
と
蓋
湾
を
結
ぶ
連
絡
が
滞
っ
た
た
め
、
二
月
一
七
日
遁
信
大
臣
は
こ
れ
ら
の

修
繕
費
九
四
六

O
園
を
第
二
珠
備
金
よ
り
支
出
す
る
こ
と
を
大
載
大
臣
勝
田
主
計
三
八
六
九
一
九
四
八
)
に
惇
え
、
こ
れ
が
二
一
日
に
閣
議

で
決
定
さ
れ
、
同
日
裁
可
が
下
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
四
月
二
日
に
は
、
勝
田
大
臣
は
内
閣
総
理
大
臣
寺
内
正
毅
(
一
八
五
二
一
九
会
九
)
宛
に
、



懸
案
と
な
っ
て
い
た
長
崎
|
淡
水
二
番
線
の
敷
設
に
着
手
す
る
た
め
に
、
官
官
E

湾
線
督
府
特
別
舎
計
第
二
課
備
金
よ
り
二
高
五
七

O
O固
を
工
事

(
侃
)

費
用
と
し
て
支
出
す
る
よ
う
に
求
め
た
と
こ
ろ
、
四
日
に
は
上
奏
の
と
お
り
閣
議
決
定
さ
れ
、
同
日
裁
可
が
下
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
ょ
う
や

く
長
崎
淡
水
二
番
線
の
工
事
が
着
手
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
工
事
も
沖
縄
丸
が
お
こ
な
う
こ
と
に
な
り
、
逓
信
省
工
務
局
の
技
師
で
の
ち
に
早
稲
田
大
準
教
授
と
な
る
稲
田
三
之
助
(
一
八
七
六

一
九
五
二
)
が
敷
設
工
事
を
捨
首
し
た
。
今
回
の
工
事
も
三
回
に
わ
た
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
三
ヵ
月
後
の
七
月
一

(

問

問

)

海
里
の
海
底
線
が
完
成
し
、
通
信
が
開
始
さ
れ
た
。

一
日
に
七

O
六

一
九
一
七
年
七
月
一
一
一
日
附
の

「
喜
一
得
日
日
新
報
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
工
事
の
経
緯
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
。

本
年
三
月
以
降
著
手
な
り
し
内
地
本
島
間
直
通
海
底
電
信
複
線
工
事
は
海
上
天
候
其
他
の
障
害
を
受
け
て
其
沈
設
作
業
は
意
の
如
く
な
ら

ず
遂
に
今
日
に
至
る
迄
遅
延
し
居
し
が
既
報
の
如
く
大
島
に
避
難
中
な
り
し
ケ
ー
ブ
ル
船
沖
縄
丸
九
日
同
所
を
護
し
一

O
日
早
朝
よ
り
第

三
回
即
ち
残
留
作
業
著
手
中
な
り
し
が
極
め
て
順
調
に
進
捗
し
工
事
難
を
稽
へ
ら
れ
居
た
り
し
同
連
絡
線
も
遂
に
昨
一

一
日
正
午
を
以
て

長
崎
よ
り
の
陸
上
延
線
を
完
全
に
接
績
を
了
す
る
事
と
な
り
た
る

敷
設
工
事
は
二
一
ヵ
月
あ
ま
り
か
か
っ
た
が
、
七
月
一
一
一
一
日
、
官
室
湾
総
督
安
東
貞
美
(
一
八
五
三
|
一
九
一
一
一
一
一
)
は
遁
信
大
臣
田
健
治
郎
(
一
八

五
五
一
九
三
O
)
宛
に
開
通
の
蹴
電
を
護
し
、
同
日
夜
七
時
か
ら
二
重
通
信
が
開
始
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
長
崎
淡
水
二
番
線
は
、

(
訂
)

一
一
一
年
に
増
設
工
事
が
企
書
一
さ
れ
て
か
ら
、
じ
つ
に
五
年
の
歳
月
が
か
か
っ
て
、
よ
う
や
く
開
通
し
た
の
で
あ
る
。
表
ー
で
は
、

九

一
九
一
七
年

度
の
一
日
あ
た
り
の
電
報
取
扱
い
通
数
は
、
前
年
度
に
比
べ
て
約
八

O
O
通
増
え
、
そ
の
後
も
日
本
本
土
|
墓
湾
聞
の
護
着
電
報
数
は
伸
び
績

け
て
い
た
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
日
本
本
土
と
牽
湾
を
結
ぶ
海
底
電
線
に
頻
繁
に
通
信
障
害
が
起
こ
っ
た
こ
と
は
、
関
係
者
の
頭
痛
の
種
で
あ
っ
た
。
た

と
え
ば
、

九

(
大
正
一

O
)
年
度
の
長
崎
淡
水
一
番
線
の
故
障
時
は
延
日
数
で
三
五
二
日
、
翌
年
度
は
一
一
九
日
に
達
し
、
長
崎
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淡
水
二
番
線
は
一
九
二

0
年
度
一
一
九
日
、

一
九
二
五
年
度
は
六
二
日
と
い
っ
た
よ
う
に
、
長
期
の
通
信
不
能
状
況
に
陥
っ
た
。

一
九
二
七
年
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前
竿
に
は
、
各
線
共
一
時
的
に
全
部
不
通
と
な
り
、
長
崎
淡
水
一
番
線
は
四
二
日
間
、
長
崎
淡
水
二
番
線
は
二
四
日
間
、
鹿
児
島
那
覇

ー
淡
水
線
は
四
六
日
間
も
不
通
の
期
聞
が
績
い
た
と
い
う
。
蓋
北
商
工
舎
が
『
古
室
湾
日
日
新
報
』
に
寄
せ
た
記
事
で
、
「
之
等
の
事
賓
よ
り
考

う
れ
ば
毎
年
少
く
と
も
一
線
は
常
に
通
信
不
能
の
状
態
に
あ
る
も
の
と
見
る
を
至
首
と
す
べ
し
」
と
指
摘
し
て
お
り
、
通
信
障
害
に
困
っ
て
い

(

叩

叩

)

た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

こ
れ
ら
の
海
底
電
線
が
不
通
に
な
る
と
、

日
本
本
土
と
墓
樗
の
聞
の
連
絡
は
、
長
崎
|
上
海
聞
の
大
北
電
信
舎
一
吐
線
と
淡
水
|
川
石
山
線
と

を
利
用
し
て
、
上
海
を
迂
廻
し
た
通
信
で
連
絡
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
だ
が
、
大
北
線
を
使
っ
て
受
護
信
す
る
な
ら
ば
、
欧
文
を
使
、
っ
か
、
あ

る
い
は
和
丈
な
ら
ば
ロ
ー
マ
字
に
て
記
載
す
る
ほ
か
な
く
、

い
ず
れ
に
せ
よ
通
常
私
報
の
料
金
は
す
べ
て
一
語
(
一
五
字
ま
で
)
七
八
銭
に
カ

ウ
ン
卜
さ
れ
て
高
額
な
料
金
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
船
便
に
よ
る
連
絡
だ
と
、
鹿
見
島
か
ら
大
島
ま
た
は
琉
球
ま
で
の
船
便
は
不
定
期
な
た
め
、

(ω) 

う
ま
く
い
っ
て
も
三

0
時
聞
か
ら
五

0
時
間
、
悪
く
す
る
と
一
週
間
近
く
か
か
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
牽
湾
と
か
か
わ
り
の

こ
う
し
た
不
測
の
事
態
を
少
し
で
も
回
避
す
る
た
め
に
、
大
北
線
と
日
蓋
聞
の
日
本
政
府
線
が
相
互
に
補
完
す
る
機
能
を
は
た
し
て
い
た
こ
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あ
る
日
本
人
関
係
者
に
は
蓋
湾
と
鹿
児
島
あ
る
い
は
長
崎
を
結
ぶ
海
底
電
線
が
不
通
に
な
る
こ
と
は
難
儀
を
き
わ
め
た
事
態
と
い
え
た
。

日
蓋
聞
の
海
底
電
線
お
よ
び
中
蓋
聞
の
淡
水
川
石
山
線
を

介
し
た
日
本
本
土
蓋
湾
中
園
大
陸
聞
の
通
信
は
、
牽
湾
や
中
園
大
陸
の
地
元
商
工
業
者
や
外
国
人
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
の
通
信
需
要
を
満
た
す

と
は
看
過
す
べ
き
で
な
い
重
要
な
賄
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
戦
前
に
お
い
て
、

ほ
ど
の
能
力
を
備
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
事
貰
で
あ
っ
た
。

お

わ

り

以
上
、

い
さ
さ
か
錯
綜
し
た
プ
ロ
セ
ス
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
植
民
地
初
期
の
蓋
湾
に
お
い
て
、
初
代
蓋
湾
総
督
樺
山
資
紀

が
構
想
し
た
通
り
、
淡
水
川
石
山
線
は
日
清
交
渉
の
末
、
こ
れ
を
日
本
政
府
が
買
牧
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
日
本
本
土
墓
湾
聞
に

は
、
遁
信
省
の
手
に
よ
り
一
一
一
僚
の
海
底
電
線
が
新
設
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
安
平
鎮
彫
湖
島
線
は
、
蓋
湾
の
領
有
化
と
と
も
に
日
本
領
土
内
に



あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
自
動
的
に
日
本
政
府
所
有
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
買
状
、
敷
設
あ
る
い
は
所
有
権
の
轄
化
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
、
日
清
雨
政
府
は
た
え
ず
大
束
、
大
北
雨
電
信
舎
祉
の
特
許
権
を

意
識
し
な
い
わ
け
に
い
か
な
か
っ
た
。
日
本
本
土
蓋
湾
線
や
安
平
鎮
|
彰
湖
島
線
は
、
日
本
領
土
内
に
あ
る
と
さ
れ
た
た
め
、
こ
の
特
許
権

の
適
用
範
圃
に
あ
た
ら
な
い
と
さ
れ
た
が
、
淡
水
川
石
山
線
は
清
政
府
と
の
交
渉
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
雨
電
信
舎
祉
と
の
交
渉
が
重
要
な

要
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
大
陸
側
の
接
績
を
大
東
電
信
合
世
に
委
託
し
、
蓋
湾
設
着
の
電
報
の
み
取
扱
う
と
い
う
安
協
案
で
も
っ
て
、
な
ん
と

一
九
一
三
年
八
月
の
合
併
計
算
約
定
で
、
川
石
山
側
の
電
報
取
扱
い
に
つ
い
て
、
大

か
そ
の
運
用
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、

東
電
信
舎
一
吐
へ
の
委
託
が
解
消
さ
れ
、
一
噛
州
の
日
本
局
で
電
報
を
取
扱
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
と
く
に
蓋
湾
の
日
本
人
お

よ
び
幅
州
に
居
留
す
る
日
本
人
が
こ
れ
を
歓
迎
し
た
。
だ
が
、
こ
の
約
定
で
は
一
九
三

O
年
末
の
満
期
ま
で
、
依
然
と
し
て
日
中
聞
の
通
信
に

よ
る
日
本
側
の
利
盆
の
う
ち
六
割
以
上
が
自
動
的
に
大
北
電
信
合
回
世
の
手
に
渡
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
大
北
の
陸
揚
権
も
存
績
す

(
叩
)

る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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一
方
、
長
崎
淡
水
一
番
線
お
よ
び
同
二
番
線
は
、
蓋
湾
の
植
民
地
統
治
と
い
う
軍
事
上
、
行
政
上
の
強
化
を
に
ら
ん
で
計
量
さ
れ
た
が
、

蓋
湾
経
済
の
成
長
と
と
も
に
蓋
北
商
工
舎
に
属
す
る
企
業
、
商
屈
の
利
用
は
年
々
高
ま
っ
た
。
喜
一
豆
湾
日
日
新
報
』
に
も
、
「
外
園
電
報
」
「
内

地
電
報
」
「
清
園
電
報
」
、

の
ち
に
は
「
東
京
株
式
電
報
」
、
「
大
阪
期
米
電
報
」
と
い
う
欄
が
設
け
ら
れ
、
電
報
は
新
聞
に
と
っ
て
も
不
可
快
の

通
信
媒
瞳
に
も
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
こ
う
し
て
蓋
湾
島
外
と
の
通
信
手
段
を
確
保
し
た
が
、
海
底
電
線
に
よ
る
電
報
の
利
用
の
仕
方
を
み
る
と
、
墓
湾
が
占
め
る
位

置
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
封
日
本
本
土
、
針
中
国
大
陸
と
い
う
二
種
類
の
海
底
電
線
を
利
用
し
た
電
報
の
取
扱
通
数
を
み
る
と

(
次
頁
表
2
)
、
日
本
本
土
と
の
通
信
は
護
信
電
報
が
着
信
電
報
を
上
ま
わ
っ
て
お
り
、
吉
一
互
補
円
か
ら
日
本
本
土
へ
護
信
す
る
電
報
が
多
い
と
い
う

一
方
、
外
園
電
報
取
扱
通
数
を
み
る
と
、
時
期
に
よ
っ
て
多
少
の
達
い
は
あ
る
も
の
の
、
総
じ
て
護
信
電
報
よ
り
着
信
電
報

傾
向
に
あ
っ
た
。
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の
ほ
う
が
多
く
、
外
国
(
清
を
含
む
)
か
ら
蓋
湾
に
着
信
す
る
電
報
(
和
文
も
し
く
は
欧
文
の
官
報
文
)
が
多
か
っ
た
。
こ
の
着
信
電
報
を
地
域
別



328 

墓i嘗愛着島外電報取扱通数累年比較表

日本内地との電報取扱通数字 外園電報取扱通数キキ

年度 主主信 着信 合計 主主信 着信 合計

1896明治29 8，993 8，823 17，816 

1897明治30 5，544 6，208 11，752 

1898明治31 3，796 3，353 7，149 

1899明治32 114，707 91，785 206司492 4，430 3司 924 8，354 

1900明治33 151，591 116，902 268司493 6，052 6司414 12，466 

1901明治34 136，396 104，540 240，936 6，591 6，942 13，533 

1902明治35 143，173 112，782 255，955 7，170 8，101 15，271 

1903明治36 178，540 156，802 335，342 7，657 8，865 16，522 

1904明治37 179，074 143，490 322，564 8，042 10，454 18，496 

1905明治38 184，669 148，468 333司 137 9，606 11司454 21，060 

表2

〔出典〕 場蓋湾総督府交通局返信部『逓信志通信編j1928年、 164~165頁
場蓋湾総督府民政部通信局『蓋i響線菅府通信要覧j1907年、 271~273頁

塁湾愛着外園電報取扱通数(1928年)

官室信 着信 合計

上海 6，932 8，471 15，403 

香港 5，706 7，525 13，231 

幅ナト| 4，896 4，494 9，390 

アモイ 3，254 4，213 7，467 

ジャワ 1，091 1，411 2司 502

米園 1，139 964 2，103 

中凶各地 1，252 850 2，102 

虞東・沙門 517 639 1，156 

青島 514 557 1，071 

イギリス 454 277 731 

ドイツ 281 156 437 

フィリピン 240 194 434 

インド 187 246 433 

フランス 138 149 287 

ピルマ 132 142 274 

その他 690 751 1，441 

合計 27，423 31，039 58，462 

表3

〔注J~芝信、着信とも 100以上のもの
〔出典〕 野村事務官「川石山線関係j

(返信博物館FC-A-67)
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市品
十卜|

利
用
と
い
う
酷
か
ら
み
る
と
、
表
3
の
よ
う
に
、
中
園
の
都
市
で
は
上
海
、
香
港
、

ア
モ
イ
、
債
東
・
沙
門
な
ど
華
南
地
域
圏
の
都
市
と
の
通
信
が
多
く
、

九
三

O
年
末
ま
で
一
般
に
は
和
丈
電
報
し
か
使
用
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
考
慮
す

れ
ば
、
そ
れ
ら
の
地
域
の
日
本
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
の
護
信
電
報
が
多
か
っ
た

と
推
測
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
吉
室
湾
が
、
大
陸
日
本
人
官
民
が
活
動
す
る
華
南

地
域
圏
の
一
部
と
し
て
位
置
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
表
2
の

海
底
電
線
の
取
扱
い
通
数
を
見
る
限
り
、
日
本
本
土
と
の
通
信
数
が
外
国
電
報
の

」
と
も
浮
か
び
上
が
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
よ
り
も
匪
倒
的
に
多
く
、
官
室
湾
が
帝
国
日
本
の
一
部
と
し
て
機
能
し
て
い
た



さ
ら
に
、
中
園
に
お
け
る
大
束
、
大
北
雨
電
信
合
同
一
祉
の
通
信
特
許
権
が
一
九
三

O
年
末
を
満
期
と
し
て
消
滅
す
る
と
、
事
至
湾
と
外
国
と
の
間

の
電
報
が
、
日
本
本
土
を
経
由
せ
ず
と
も
、
直
接
護
受
信
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
蓋
湾
の
位
置
は
、
華
南
地
域
圏
の
一
部
、
帝

園
日
本
の
一
部
と
い
う
姿
に
加
え
、

グ
ロ
ー
バ
ル
な
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
に
嬰
化
し
た
こ
と
を
想
定
す
る
こ
と
が
で

日
中
戦
争
勃
震
の
翌
年
五
月
に
淡
水
川
石

き
る
。
し
か
し
、
重
湾
の
も
つ
世
界
の
通
信
ハ
プ
操
鈷
と
い
う
位
置
が
確
立
し
た
の
も
束
の
問
、

山
線
は
不
通
と
な
り
、

一
九
四
一
年
に
は
連
合
国
に
よ
っ
て
こ
れ
が
破
壊
さ
れ
て
し
ま
い
、
ま
た
蓋
湾
と
日
本
本
土
を
結
ぶ
海
底
電
線
も
一
九

四
五
年
に
各
地
の
海
底
電
線
陸
揚
室
が
連
合
軍
の
標
的
と
な
っ
て
被
災
し
た
。
戦
争
と
と
も
に
、

グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
つ
つ
あ
っ
た
牽
湾
の
海
底

通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
途
絶
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

日
蓋
聞
を
結
ぶ
海
底
電
線
の
命
運
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
牧
束
し
、
大
戦
直
後
は
容
易
に
復
奮
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
日
中
、

日
墓
聞
の
通

信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、

一
九
七
二
年
の
日
中
園
交
回
復
を
ま
っ
て
着
手
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
日
中
聞
は
一
九
七
六
年
一

O
月
か
ら
日
中
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ケ
ー
ブ
ル
(
通
稽
E
C
S
C
)
が
熊
本
牒
苓
北
と
上
海
市
の
南
匿
と
の
間
一

O
三
六
キ
ロ
を
結
ん
で
運
用
が
開
始
さ
れ
、
ま
た
日
蓋
聞
は
三
年

後
の
一
九
七
九
年
七
月
か
ら
沖
縄
基
湾
問
ケ
ー
ブ
ル
(
通
稽
O
K
I
T
A
I
)
が
沖
縄
牒
具
志
頭
と
蓋
湾
の
頭
城
と
の
間
六
八

0
キ
ロ
を
連
結

(
九
)

し
運
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
国
際
通
信
需
要
を
支
え
る
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
。
終
戦
か
ら
三

O
年
前
後
、
東
ア
ジ
ア

域
内
に
お
け
る
海
底
電
線
に
よ
る
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
途
絶
し
て
い
た
聞
の
通
信
状
況
、
そ
し
て
そ
の
再
生
の
プ
ロ
セ
を
検
誼
す
る
こ
と
は

今
後
の
課
題
と
な
る
。

+
主(

1
)

拙
稿
①
「
日
中
逼
信
問
題
の
一
断
面
|
|
青
島
佐
世
保
海
底
電
線

交
渉
を
め
ぐ
る
多
園
間
交
渉
」
『
東
洋
挙
報
』
第
八
三
巻
第
四
競
、

肝
束
洋
文
庫
、
二
O
O
二
年
一
拙
稿
②
「
長
崎
上
海
開
「
帝
園
線
」

を
め
ぐ
る
多
園
間
交
渉
と
企
業
特
許
権
の
意
義
」
『
園
際
政
治
」
第

一
四
六
競
、
日
本
国
際
政
治
的
学
舎
、
二
O
O
六
年
一
拙
稿
③
「
通
信

特
許
と
図
際
関
係
|
|
在
華
無
線
権
盆
を
め
ぐ
る
多
困
問
紛
争
」

(
貴
志
俊
彦
・
谷
垣
員
理
子
・
深
町
英
夫
編
『
模
索
す
る
近
代
日
中

関
係
|
|
針
話
と
競
存
の
時
代
』
東
京
大
島
ナ
山
川
版
舎
、
二

O
O
九
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年
、
二
二
九
l
二
四
八
頁
)

0

(
2
)
一
八
八
二
(
明
治
一
五
)
年
一
一
一
月
二
八
日
、
円
本
政
府
が
大
北

電
信
舎
枇
に
附
奥
し
た
克
許
候
約
の
う
ち
、
も
っ
と
も
重
要
と
さ
れ

た
須
占
権
に
か
か
わ
る
の
は
、
第
六
伎
の
次
の
候
文
で
あ
る
。

「
日
本
政
府
ハ
此
特
許
ヲ
譲
渡
ス
ル
ノ
約
定
締
結
ノ
日
ヨ
リ
同
二
十

箇
年
間
ハ
日
本
帝
岡
卜
亜
細
亜
大
陸
及
ヒ
其
近
傍
ノ
島
艇
(
日
本
政

府
ニ
属
す
る
者
ハ
勿
論
除
キ
)
警
へ
ハ
官
官
高
時
香
港
円
宋
郡
島
等
ノ
間

ニ
官
線
ヲ
沈
設
セ
サ
ル
ヘ
シ
且
該
舎
一
吐
ノ
外
ハ
他
一
一
海
底
電
信
線
沈

布
ノ
許
可
セ
サ
ル
コ
ト
ヲ
約
諾
ス
然
レ
ト
モ
若
シ
此
海
底
電
線
ニ
闘

係
ヲ
有
ス
ル
他
ノ
諸
政
府
ヨ
リ
曾
祉
一
一
血
八
ヘ
タ
ル
現
行
兎
許
朕
ノ
依

款
ニ
ヨ
リ
三
十
箇
年
ノ
延
期
ヲ
ナ
ス
ニ
於
テ
ハ
右
二
十
箇
年
ヲ
延
テ

三
十
箇
年
ノ
年
期
ヲ
譲
渡
ス
ヘ
シ
」
一
八
九
五
年
九
月
一
一
一
口
、
逓

信
大
臣
渡
漫
図
武
↓
外
務
大
臣
臨
時
代
理
文
部
大
臣
西
園
寺
公
望
、

「
通
四
一
八
七
競
」
の
別
紙
(
「
淡
水
川
石
山
線
二
関
ス
ル
記
録

(
淡
水
川
石
山
間
海
底
電
線
買
収
ニ
閥
、
ン
逓
信
省
外
務
省
閲
往
復
文

書
寓
)
」
遁
信
博
物
館
所
裁
)

清
政
府
に
承
認
さ
れ
た
二

0
年
間
の
濁
占
的
特
許
権
は
、
大
北
電

信
舎
枇
が
こ
の
前
年
の
一
八
八
一
年
六
月
四
日
、
大
東
電
信
舎
一
吐
が

一
八
八
四
年
に
附
奥
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
一
九
三

O
年
末
ま
で
延
長

さ
れ
た
。

(
3
)

子
乃
明
「
小
田
切
寓
喜
之
助
研
究
|
|
明
治
大
正
期
中
日
関
係
史

の
一
側
面
」
筑
波
大
学
博
士
論
文
、
乙
競
二
二
七
四
競
、
一
九
九
八

年
三
月
一
一
一
一
一
日
、
第
二
章
。

(
4
)
松
浦
章
「
墓
湾
に
お
け
る
海
底
通
信
線
の
創
始
」
閥
凶
大
学
『
文

阿
国
学
論
集
』
第
五
五
披
巻
一
一
続
、
二

O
O
五
年
。

(
5
)

林
於
威
「
閑
憂
海
底
電
線
奥
中
日
交
渉
之
研
究
(
一
八
九
五
一

九
O
四
)
」
図
立
政
治
大
間
半
蓋
湾
史
研
究
所
碩
士
論
文
、
二

O
一
O

年
九
月
。

(
6
)

こ
の
協
定
が
締
結
さ
れ
た
賞
初
は
、
川
石
山
に
設
置
さ
れ
た
大
束

の
中
継
基
地
局
と
清
の
電
報
局
と
の
聞
で
電
報
の
往
来
は
想
定
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
(
『
近
代
交
通
史
全
編
』
第
一
一
一
加
、
園
家
園
書
館

出
版
枇
、
二

O
O
九
年
、
第
五
章
、
ム
六
1
二
三
頁
)
o

し
か
し
、

義
和
国
事
件
後
の
一
九

O
二
年
一

O
月
二
三
日
に
清
と
大
東
電
信
舎

一
祉
と
の
聞
で
締
結
さ
れ
た
「
川
石
山
至
南
喜
一
借
線
合
同
」
で
は
、
緊

急
時
に
は
川
石
山
に
お
け
る
電
報
の
相
互
往
来
を
許
可
す
る
こ
と
が

取
り
決
め
ら
れ
た
(
同
、
一
二
四
1

三
六
頁
)

0

(
7
)

た
と
え
ば
、
逓
信
省
編
『
逓
信
事
業
史
』
第
三
巻
、
逓
信
協
舎
、

一
九
四
O
年
一
海
底
線
布
設
事
務
所
『
海
底
線
百
年
の
歩
み
』
電
気

通
信
協
舎
、
一
九
七
一
年
な
ど
。

(
8
)

『
意
宝
湾
円
日
新
報
』
一
九
二

O
年
二
月
一
四
日
。

(
9
)

中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
編
『
中
園
近
代
史
資
料
長
編
海
防

棺
J

電
線
』
全
七
冊
、
一
九
五
七
年
(
以
下
、
『
海
防
棺
』
と
略

記
)

0

(
日
)
「
蓋
湾
海
底
電
線
布
設
及
航
路
燈
標
を
建
設
す
」
郵
政
省
編
『
郵

政
百
年
資
料
』
第
八
巻
(
公
文
類
緊
・
奮
外
地
)
、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
七
O
年
、
四
七
1
五
二
頁
。

(
日
)
蓋
湾
総
督
府
交
通
局
遮
信
部
『
遮
信
志
通
信
編
』
一
九
二
八
年
、

五
、
今
一
一
一
一
良
(
返
信
総
令
博
物
館
所
寂
)
(
以
下
、
『
返
信
志
通
信

編
』
と
略
記
)

0

(
ロ
)
一
八
九
五
年
九
月
一
一
一
日
、
返
信
大
臣
渡
漫
園
武
↓
外
務
大
臣
臨
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時
代
理
文
部
大
臣
西
国
土
寸
公
望
、
通
四
一
八
七
競
(
「
塁
湾
淡
水
港

ト
清
岡
一
拍
州
間
ニ
現
存
ス
ル
海
底
電
線
開
係
雑
纂
」
外
務
省
外
交
史

料
館
、
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
」
〉
(
リ
〉
月
一
回
C
A
F
E
-
E
H
O
O
C

H
∞匂印¥匂
¥
H
N
、
以
下
回
。
仏
(
〕
H
H
C
H
H
H
C
C

リロ
O

仏(
)
H
H
C
H
H
N
C
C

は
こ
の

文
書
の
連
番
で
あ
る
)

0

(
日
)
『
海
防
槍
』
一
五
八
二
、
一
五
八
四
l
一
五
八
七
、
一
五
九
O
頁。

(
は
)
こ
の
三
件
の
詮
擦
文
書
の
原
文
は
、
『
海
防
槍
」
一
五
九
九
l
一

六
O
七
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

(
日
)
一
八
九
五
年
二
一
月
六
日
、
西
園
寺
外
務
大
臣
代
理
↓
白
根
透
信

大
臣
、
迭
第
二
七
競
(
』
〉
(
川
〉
月
一
切
C
λ
F
E
E
-
H
C
C
C
)
0

(
時
)
一
八
九
八
年
九
月
一
一
一
一
日
、
外
務
大
臣
↓
遁
信
大
臣
、
機
密
迭
第

一
七
披
、
添
附
三
量
一
将
一
噛
州
問
海
底
電
線
所
有
権
問
題
一
一
関
ス
ル
米

照
ノ
大
要
」
(
]
〉
(
リ
〉
月
一
一
切
C

ち
H
H
C
H
H
H
C
C
)
0

こ
れ
は
、
『
海
防

槍
』
に
は
見
ら
れ
な
い
。

(
口
)
一
八
九
五
年
二
一
月
二
七
日
、
西
国
寺
外
務
大
臣
臨
時
代
理
↓
在

清
林
公
使
、
機
密
迭
第
七
五
披
(
]
〉
(
リ
〉
月
一
一
∞
2
2
5
H
H
C
C
C
)
0

(
国
)
『
海
防
槍
』
一
九
八
二
[
一
九
八
三
頁
。

(
印
)
一
八
九
八
年
九
月
一
日
、
大
限
外
務
大
臣
↓
林
遮
信
大
臣
、
迭
第

一
五
競
(
』
〉
(
U

〉
月
一
一
切
。
仏
(
)
H
H
C
H
H
H
C
C
)
0

(
初
)
一
八
九
八
年
九
月
一
六
日
、
逓
信
大
臣
林
有
造
↓
外
務
大
臣
大
隈

重
信
、
電
第
一
六
三

O
競
(
向
上
)

0

(
幻
)
一
八
九
八
年
九
月
二
七
日
、
内
閣
線
理
大
巨
大
隈
重
信
↓
外
務
大

巨
大
隈
重
信
、
(
内
閣
)
迭
第
三
四
競
(
同
L
L
)
0

(
幻
)
一
八
九
八
年
一

O
月一

O
目
、
大
隈
外
務
大
臣
↓
小
田
切
総
領
事

代
理
、
迭
第
二
九
披
(
同
上
)
。

(
お
)
一
八
九
八
年
一

O
月
二
九
日
、
在
上
海
線
領
事
代
理
小
田
切
高
寄

之
助
↓
外
務
大
臣
大
限
重
信
、
機
密
第
五
六
競
(
向
上
)

0

(μ)

一
八
九
八
年
一
一
月
一
四

H
、
逓
信
大
事
芳
川
額
正
↓
外
務
大
臣

青
木
周
裁
、
遁
第
一
四
五
披
(
同
上
)
。

(
お
)
一
八
九
八
年
一
一
月
一
八

H
、
在
上
海
総
領
事
代
理
小
田
切
寓
毒

之
助
↓
外
務
大
臣
青
木
周
蔵
、
機
密
第
五
八
競
(
向
上
)

0

(
お
)
子
乃
明
、
前
掲
博
土
論
文
、
八
O
頁。

(
幻
)
一
八
九
八
年
一
一
月
一
一
一
二
日
、
在
上
海
線
領
事
代
理
小
田
切
蔦
毒

之
助
↓
外
務
大
臣
青
木
周
夜
、
機
密
第
五
九
競
(
前
掲
「
淡
水
川
石

山
線
二
関
ス
ル
記
録
(
淡
水
川
石
山
間
海
底
電
線
買
牧
ニ
閥
、
ン
返
信

省
外
務
省
関
往
復
文
書
官
局
)
」
c

(
お
)
「
淡
水
川
石
山
ニ
闘
ス
ル
件
」
一
九
一
三
年
の
別
紙
一
内
競
「
川
石

山
買
枚
約
定
」
(
野
村
事
務
官
『
川
石
山
線
関
係
』
参
考
資
料
第
一

八
波
、
逓
信
博
物
館
所
戒
)

0

(
却
)
一
帽
州
領
事
高
洲
太
助
「
川
石
山
電
信
局
ニ
閥
ス
ル
報
告
」
一
九
一

一
(
明
治
四
四
)
年
六
月
一
七
日
(
同
上
)

0

(
初
)
食
飛
鵬
『
交
通
史
電
政
編
』
第
三
冊
(
一
九
三
六
年
一

O
月)、

第
五
章
一
四
一
、
(
会
四
二
頁
。

(
乱
)
「
海
防
槍
」
一
九
八

O
l
一
九
八
九
、
九
九
六
、
二

O
O
一頁。

子
乃
明
、
八
三
頁
。

(
認
)
一
八
九
八
年
二
一
月
一
六
日
、
都
築
外
務
次
官
↓
在
上
海
小
日
切

総
領
事
代
理
、
途
第
三
一
競
(
]
〉
(
リ
〉
月
一
回
C
E
H
H
E
-
-
c
c
)
0

(
お
)
「
海
防
槍
」
二

O
O
五
頁
に
は
、
一
八
九
九
(
光
緒
二
四
)
年
一

月
九
日
に
ロ
シ
ア
公
使
か
ら
線
理
街
門
に
宛
て
ら
れ
た
同
様
な
内
容

の
書
簡
文
が
あ
る
。
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(
弘
)
一
八
九
八
年
二
一
月
一
五
日
、
上
海
在
勤
総
領
事
代
理
小
田
切
蔦

書
之
助
↓
外
務
大
臣
青
木
周
裁
、
機
密
第
六
四
競
(
』
〉
(
U

〉
月
一

回
C
品
C
H
H
(〕
一

=
H
C
C
)
0

(
お
)
一
八
九
九
年
一
月
一
七
日
、
在
上
海
嫡
総
領
事
代
理
小
田
切
高
書
之

助
↓
外
務
大
臣
青
木
周
蔵
、
機
密
第
七
披
(
』
〉
(
い
〉
月
一

切
C
K
H
O
-
-
(
)

一ニN
C
C
)
0

(
お
)
一
八
九
九
年
一
月
二
六
日
、
在
上
海
総
領
事
代
田
呪
小
田
切
高
書
之

助
↓
外
務
大
臣
青
木
周
城
、
機
常
第
九
競
(
同
上
)

0

(
幻
)
「
淡
水
川
石
山
ニ
閥
ス
ル
件
」
一
九
二
二
年
の
別
紙
l
競
一
月
一
一

一
一
一
日
、
上
海
電
信
局
長
↓
電
務
局
長
、
電
報
(
前
掲
、
野
村
事
務
官

「
川
石
山
線
開
係
」
参
考
資
料
第
一
八
競
)

0

(
お
)
『
逓
信
志
通
信
編
』
一
一
一
一

O
頁。

(
犯
)
蓋
湾
総
督
府
民
政
部
通
信
局
『
歪
湾
総
督
府
通
信
要
覧
』
一
九
O

七
年
三
月
、
二
一
五
頁
(
返
信
博
物
館
所
蔵
)

0

(ω)
「
太
平
洋
ニ
於
ケ
ル
英
同
の
電
信
政
策
附
日
英
で
線
直
接
通
牒

計
書
こ
(
逓
信
省
電
務
局
「
雑
件
一
一
関
ス
ル
記
録
(
外
務
省
保
管
文

書
官
何
)
」
)
(
前
掲
「
淡
水
川
石
山
線
二
関
ス
ル
記
録
(
淡
水
川
石
山

間
海
底
電
線
買
牧
ニ
閥
、
ン
遮
信
省
外
務
省
関
往
復
文
書
窮
)
」
)

0

(
社
)
一
九
一
二
年
六
月
二
六
日
、
林
返
信
大
臣
↓
内
田
外
務
大
臣
、
秘

通
第
三
八
七
競
、
及
び
一
九
一
一
一
年
七
月
一
七
日
、
外
務
大
臣
内
田

康
哉
↓
在
英
加
藤
大
使
、
送
第
二
六
波
(
遮
信
省
電
務
局
「
淡
水
川

石
山
線
ニ
閥
ス
ル
記
録
(
外
務
省
保
管
文
書
窮
)
」
極
路
、
逓
信
博

物
館
所
蔵
)

0

(
必
)
一
九
一
一
一
年
一
一
月
七
日
、
(
外
務
)
大
臣
↓
返
信
大
臣
、
機
密

迭
第
一
八
披
(
向
上
、
「
淡
水
川
石
山
線
一
一
関
ス
ル
記
録
(
外
務
省

保
管
文
書
官
同
)
」
)

0

(
必
)
一
九
一
一
一
年
九
月
一

O
日
、
逓
信
省
通
信
局
長
↓
外
務
省
政
務
局

長
、
秘
第
五

O
競
(
向
上
、
「
淡
水
川
石
山
線
一
一
関
ス
ル
記
録
(
外

務
省
保
管
文
書
寓
)
」
)
。

(
制
)
注

(
1
)
拙
稿
②
し
参
照
。

(
必
)
こ
の
合
併
約
定
の
潟
は
、
一
九
二
九
年
二
一
月
二
O
H
「
帝
園
政

府
及
大
北
、
大
東
電
信
舎
世
間
約
定
ニ
閥
ス
ル
件
」
に
含
ま
れ
て
い

る
(
『
公
文
雑
纂
・
昭
和
四
年
・
第
十
七
巻
・
逓
信
省
|
雑
載
」
、

(し「〉
(υ

〉
月
一
〉
C
仏
(
〕
円
∞

N
h
u
匂
ω
C
C
)
0

(
必
)
「
蓋
湾
海
底
電
線
布
設
及
航
路
燈
標
を
建
設
す
」
、
「
鹿
児
島
豚
ド
l

大
隅
園
よ
り
墓
湾
に
出
土
る
海
底
電
線
敷
設
費
を
軍
資
金
よ
り
支
出

す
」
、
と
も
に
前
掲
『
郵
政
百
年
資
料
」
第
八
巻
、
四
五
、
四
七
頁
。

(
U
)

一九

O
七
年
七
月
三
一
日
、
臨
時
吉
雷
神
同
電
信
建
設
部
長
児
玉
源
太

郎
↓
外
務
省
、
官
官
電
第
会
三
八
九
競
(
]
〉
〔
リ
〉
月
一

(
U
C
叶
C

立
ち
2
0
0、
明
治
三

O
年
「
参
大
日
記
入
月
」
、
防
衛
省
防

衛
研
究
所
)
o

な
お
、
ロ
ブ
ニ
ツ
ツ
祉
は
、
一
八
九
九
年
に
日
本
の

赤
十
字
枇
の
依
頼
で
博
愛
丸
と
弘
済
丸
と
い
う
病
院
船
を
製
造
し
て

い
る
。

(
必
)
堀
岡
正
家
編
「
ア
ム
皐
博
士
浅
野
麿
輔
先
生
惇
』
工
島
ナ
博
士
浅
野
懸

輔
先
生
惇
記
編
纂
舎
、
一
九
四
四
年
、
一
二
五
i
三
八
、
四
八
白
ハ
(
逓

信
博
物
館
所
寂
)

0

(
必
)
「
海
底
電
信
線
敷
設
工
事
報
告
」
『
官
報
』
第
四
一
六
一
抜
、
内

閣
官
房
局
、
明
治
三

O
年
五
月
会
九
日
、
二
三
四
頁
。

(
叩
)
「
海
底
電
信
線
布
設
工
事
績
報
」
『
官
報
』
第
四
一
八
一
援
、
、
内

閣
官
房
局
、
明
治
三

O
年
六
月
今
一
日
、
一
四
二
頁
。
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(
日
)
前
掲
「
遮
信
事
業
史
』
第
三
巻
、
一
四
二
頁
。

(
臼
)
前
掲
「
蓋
湾
総
督
府
通
信
要
覧
』
一
二
三

1
一
二
四
頁
、

志
通
信
編
』
一
二
九
頁
。

(
日
)
前
掲
『
工
島
ナ
博
士
浅
野
廉
輔
先
生
惇
』
六
一
頁
。

(
日
)
前
掲
『
遮
信
事
業
史
』
第
三
虫
色
、
一
四
一
一
一
1
一
四
四
頁
。

(
日
)
前
掲
『
古
室
湾
総
督
府
通
信
要
覧
』
一
二
四
頁
。

(
日
)
『
逓
信
志
通
信
編
』
一
ム
ハ
O
l
一
六
一
頁
。

(
幻
)
前
掲
『
海
底
線
百
年
の
歩
み
』
一
六
八
頁
。

(
路
)
『
逓
信
志
通
信
編
』
一
九
四
頁
。

(
印
)
『
逓
信
志
通
信
編
』
一
ム
ハ
一
一
!
一
六
一
二
頁
。

(ω)
『
彦
事
将
日
日
新
報
』
一
九
O
九
年
一
一
月
二
六
円
。

(
日
)
『
塞
湾
日
日
新
報
』
一
九

O
九
年
一

O
月
二
五
円
。

(
臼
)
『
塞
湾
日
日
新
報
』
一
九
一

O
年
一
一
月
二
日
。

(
日
)
『
逓
信
志
通
信
編
」
一
一
一
九
1
一
一
一
一
一
、
一
六
二

l
一
七

O
頁。

(

創

)

注

(
1
)
拙
稿
②
参
照
。

(
日
)
「
電
信
電
話
線
路
、
風
説
被
害
廃
急
費
、
九
州
、
豪
湾
関
海
底
電

信
線
修
繕
費
を
第
二
設
備
金
よ
り
支
出
す
」
「
淡
水
、
長
崎
間
海
底

電
線
敷
設
費
を
憂
湾
総
督
府
特
別
合
計
第
二
珠
備
金
よ
り
支
出
す
」
、

と
も
に
前
掲
『
郵
政
百
年
資
料
』
第
八
巻
、
一
六
四
l
一
六
六
百
円
。

(
侃
)
『
外
地
海
外
電
気
通
信
資
料
』
(
三
)
宣
室
湾
の
部
、
日
本
電
信
電

話
公
枇
、
一
九
五
六
年
、
一
六
八
頁
。

(
釘
)
『
蓋
湾
日
日
新
報
』
一
九
一
七
年
七
月
一
一
一
一
日
。

(
叩
叩
)
「
内
蓋
開
通
信
機
関
完
備
の
急
務
」
(
二
)
『
古
室
湾
日
日
新
報
』 『

遮
信

333 

九
二
七
年
六
月
四
日
。
海
底
電
線
の
障
碍
の
原
因
は
、
主
に
ト
ロ
ー

ル
漁
勝
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

(
的
)
「
内
地
吉
事
時
間
電
信
」
『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
一
二
年
八
月
一

五

H
。

(
刊
)
注

(
1
)
拙
稿
②
参
照
。

(
礼

)
O
K
I
T
A
I
は、

K
D
D
の
子
舎
枇
H
本
ア
ジ
ア
海
底
ケ
l
ブ

ル
と
蓋
湾
の

I
T
D
C
(凶
際
電
信
開
設
股
伶
有
限
公
司
)
が
運
用

し
、
一
九
九
七
年
四
月
三

O
H
に
停
止
し
、
東
京
大
島
了
海
洋
研
究
所

に
移
譲
さ
れ
た
。
日
中
聞
を
結
ぶ

E
C
S
C
は
一
九
九
七
年
一
二
月

に
停
止
さ
れ
、
東
京
大
皐
地
震
研
究
所
に
移
譲
さ
れ
た
。
い
ず
れ
も
、

新
設
さ
れ
た
ア
ジ
ア
太
平
洋
ケ
ー
ブ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

(
A
P
C

N
)
な
ど
の
光
海
底
ケ
ー
ブ
ル
が
こ
れ
ら
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
。
ち

な
み
に
、
円
韓
ケ
ー
ブ
ル

(
J
K
C
)
は
、
一
九
八
O
年
に
逗
用
が

開
始
さ
れ
、
一
九
九
七
年
に
運
用
停
止
と
な
っ
た

(
K
D
D
I
の
二

0
0
一
年
の
ニ
ュ
ー
ス
リ
ー
ス
「
K
D
D
I
の
海
底
ケ
ー
ブ
ル
譲
渡

賓
績
」
よ
り
一
宮
壱
¥
¥
司
君
男

E
〔戸

g
B
¥
2弓
O
円
三
巾

¥
5
5

円巳
0
2
0
¥
]
s
r
o
¥
N
C
C
H
¥

。。。同
¥
E〔
目
。
同
N
E
B
-
)

。
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[
付
記
]
本
稿
は
、
日
本
向
学
術
振
興
合
同
科
悶
晶
子
研
究
費
・
基
盤

(
B
)
「賓

デ
ー
タ
(
史
資
料
)
に
も
と
づ
く
海
域
ア
ジ
ア
交
流
の
時
空
間
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
」
(
研
究
代
表
一
柴
山
守
)
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で

あ
る
。



TRANSFER OF THE RIGHTS TO PURCHASE, LAY, AND OWNER 
UNDERSEA TELEGRAPHIC CABLES BETWEEN JAPAN 

AND TAIWAN IN THE EARLY STAGE 
OF THE COLONIAL PERIOD 

KISHI Toshihiko 

This article addresses the undersea telegraphic cables to the main island of 

Taiwan and continental China during the initial period of Japanese rule over colonial 

Taiwan and examines the diplomatic negotiations between Japan and the Qing gov

ernment over the undersea cables and the process of the laying of the cables on 

the basis of documents from the Japanese Ministry of Foreign Affairs, the Depart

ment of Communications, and the Governor General of Taiwan as well as the his

torical archives of the Qing Dynasty's Foreign Office (Zongli Geguo Shiwu Yamen) 

and thereby clarify and locate undersea cable [s] linking Japan and Taiwan within 

the historical context. The result of this examination provides at the same time a 

link clarifying the historical determinates of the monopolistic right of foreign tele

graph companies such as the Great Northern Telegraph Company and the Eastern 

Telegraph Company to lay telegraphic cables on East Asian seabeds, which were 

conferred on them by the Qing and Japanese governments. 

The first undersea cable linking China and Taiwan, based on contract between 

the Qing government and Jardine, Matheson & Co. in Shanghai, was laid between 

Danshui and Sharppeak. However, according to the Agreement to Purchase 

Sharppeak, which was signed shortly after Japan's annexation of Taiwan in Decem

ber of 1898, the Japanese government was to buy the undersea cable, and Japan 

thus secured a communications route to the continental China via Taiwan. 

However, in regard to this contract, there were objections from the Great North

em Telegraph Company and the Eastern Telegraph Company, which had held a 

monopoly rights, and the problem was not resolved until the second decade of the 
zoth century. 

In order to strengthen communications with Taiwan during this period, the 

Japanese government completed construction the first long-distance undersea ca

bles between Kagoshima and Naha and from Naha to Keelung; then in October of 

1910 the first cable between Nagasaki and Danshui was laid, followed by a second 

cable between the same two locations, which was completed in July of 1917. 
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Nevertheless, the communication cables linking Japan and Taiwan were struck by 

repeated problems, and on each occasion economic organizations raised demands 

to the Governor-General of Taiwan and the Japanese government for improvement 

of the communications system. 

In this article I have been able to clarify that in addition to the fact that the 

cables were adopted and functioned as advanced technology to subsume the econ

omy of Taiwan by Japan given that fact that it is presumed that these undersea 

telegraphic cables carried heavy traffic of incoming and outgoing telegraphic mes

sages from networks of Japanese, the cables also functioned to allow Japanese offi

cials and civilians on the continent to be active in Southern China. 

SHARI'A COURT REGISTERS FROM TEHRAN IN THE 

SECOND HALF OF THE NINETEENTH CENTURY 

KONDO Nobuaki 

Shari'a court documents have come to be viewed as important source mate

rials for the study of Iranian society in the 19th century, and several important 

studies, including those of the author, have appeared in the last ten years. 

However, the documents that have been employed are individual deeds and ~okm, 

and it was been difficult to grasp the overall operations of the courts. The lack of 

court registers such as those from the Ottoman Empire has hampered research. 

In this article, I comprehensively analyze Tehran Shari'a court registers from 

the latter half of the 19th century that have been discovered successively in re

cent years with the aim of elucidating the entire function of the courts. Those 

analyzed are specifically the registers of Sayyed MoJ:ammad :;;adeq Tabataba'I 

Sangelaji (1812-1883) from the years 1867-1869, another of the same mojtahed 
from 1875-79, and one of Sheykh Fazl-ollah Nuri (1843-1909), covering 1886-89. 

They contain 992, 4,319, and 1,524 items respectively. These mojtaheds resided 

in the Sangelaj district of Tehran, but the courts did not belong to the local region 

but were attached to individual mojtaheds, and the registers were produced by 

each mojtahed. These registers are records of the legal operations of the courts as 

well as registered documents such as deeds and ~okms. Particularly important is 

the fact that the motjaheds certified the ~okms and deeds. Unlike the impression 
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